
（平成２２年９月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 41 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 24 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 71 件

国民年金関係 35 件

厚生年金関係 36 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 4285 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から 52年１月まで 

私は、昭和 50 年７月ごろ、結婚を契機に、私と夫のどちらであるかはは

っきりと憶
おぼ

えていないが、区役所に出向いて国民年金の加入手続を行った。 

国民年金保険料は、金額ははっきりと憶
おぼ

えていないが、私が住所地の区

役所で納付書に現金を添えて月々納付した。 

私は、結婚後に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付したのに、申

立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 52 年１月について、申立人の夫は、同年同月が公

的年金制度に未加入とされていることから、申立人自身は、同年同月が国

民年金に強制加入となることに加え、申立人が当時居住していた区の国民

年金被保険者名簿においては、同月は過年度納付により国民年金保険料が

納付済みとされている記録が確認できる。 

    また、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、

納付意識は高かったものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 50 年７月から 51 年 12 月までの期間につい

て、申立人は、結婚後に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してい

たと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加

入者の資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続時期は、52 年２月と

推認でき、当該期間において、申立人は、厚生年金保険被保険者の妻であ

り、国民年金に加入するには、制度上、任意加入することとなるが、申立



 

  

人に別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらないことから、

当該期間は未加入期間で、保険料を納付することはできない期間である。 

    また、申立人が、当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52年１月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4286 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年 12 月から 57 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月から 52年４月まで 

② 昭和 52年 12月から 54年９月まで 

③ 昭和 56年 12月から 57年３月まで 

私達夫婦は、親の勧めもあったので、昭和 50 年の結婚をきっかけに私が

夫婦二人の国民年金の加入手続を社会保険事務所（当時）で行った。国民

年金保険料については、夫婦二人分を半年分又は１年分まとめて、私が納

付書により市役所、社会保険事務所又は金融機関で納付していた。保険料

額についての記憶は無いが、申立期間の保険料を納付していたにもかかわ

らず、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③について、申立人の国民年金加入手続時期は、国民年金手帳

記号番号が払い出された時期、手帳記号番号の前後の任意加入被保険者の

加入状況等から、昭和 57 年６月ごろと推認でき、その時点で申立期間③の

国民年金保険料については、過年度納付が可能である上、申立人が夫婦二

人分の保険料を納付していたとする申立人の夫は、申立期間③の保険料を

納付済みである。これに加え、申立期間③は、４か月と短期間であり、申

立人は、加入手続時点で年度当初までさかのぼって保険料を納付し、加入

手続以降 60 歳までの保険料をすべて納付していることを考え合わせると、

申立人は、申立期間③の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

 

  ２ 一方、申立人は、申立期間①及び②について、昭和 50 年の結婚を契機に

夫婦で国民年金に加入したと述べているが、国民年金手帳記号番号が払い



 

  

出された時期、手帳記号番号の前後の番号の任意加入被保険者の加入状況

等から、申立人の国民年金への加入時期は 57 年６月、その夫の加入時期は

55 年５月ごろと推認できることに加え、国民年金の加入手続を行った場所

についても、加入窓口である市役所ではなく社会保険事務所とするなど加

入時の記憶が曖昧
あいまい

であること、及び申立期間①当時に申立人へ手帳記号番

号が払い出された形跡はうかがえないことなどを踏まえると、50 年の結婚

を契機に夫婦同時に国民年金に加入したとする申立内容は不合理である。 

    また、申立期間①及び②について、申立人は夫婦二人分の国民年金保険

料を納付していたと主張しているが、オンライン記録から、申立人は、申

立期間①及び②の過半の期間について国民年金に未加入であり、それ以外

の期間は厚生年金保険に加入していることが確認できること、及び前述し

たように、申立人の夫の国民年金加入手続時期が昭和 55 年５月ごろと推認

され、申立人よりも約２年近く前であることを考え合わせると、申立期間

①及び②について、夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の主

張は不自然である。 

    さらに、前述したように、申立期間①及び②において、申立人に国民年

金手帳記号番号が払い出されていないことを踏まえると、申立期間①及び

②については、申立人は、国民年金に加入しておらず、夫の国民年金保険

料と一緒に納付することはできなかったと考えられる。 

    加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年 12月から 57 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4287 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 57年３月まで 

私が短期大学卒業後の昭和 55 年４月から就職した会社は、厚生年金保険

が適用されていなかったので、私は当時年金に未加入であった。その後、

57 年４月ごろに転職したのを契機に私の母親に勧められて、私が区役所の

支所で国民年金の加入手続を行うと同時に、国民年金保険料の口座振替の

手続及び加入前の保険料の納付を申し出て、後日、送られてきた納付書で、

私の母親が区役所の窓口と金融機関で申立期間の保険料を納付した。 

国民年金の加入前である申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付

したにもかかわらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料をさかのぼって納付した記憶があると述べてい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得

日から、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、昭和 57 年６月ごろと

推認されることから、申立期間は過年度納付することが可能な期間であり、

加入手続状況など当時の状況を具体的かつ鮮明に記憶している上、保険料の

納付額は、申立期間に実際に納付した場合の金額とおおむね一致しているこ

とから、申立内容に特段不合理な点は見当たらない。 

   また、申立期間は１回、かつ 24 か月と比較的短期間である上、申立期間を

除き、国民年金加入期間中に国民年金保険料が未納とされている期間は無く、

厚生年金保険から国民年金への切替手続及び国民年金第３号被保険者から第

１号被保険者への切替手続を複数回適切に行っているなど、保険料の納付意

識は高かったものと思われる。 



 

  

   さらに、申立人に国民年金の加入を勧め、申立期間の国民年金保険料を申

立人に代わり納付していたとするその母親は、昭和 46 年４月に国民年金に

任意加入し、国民年金加入期間中の保険料はすべて納付している上、52 年３

月からは付加保険料も納付している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4288 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年７月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 48年３月まで 

私は、20 歳になった当時は大学生であったが、私の母親が、20 歳の誕生

日から少し遅れて、国民年金の加入手続を行ってくれた。国民年金保険料

については、母親が自宅に来た集金人に納付しており、国民年金の加入手

続が遅れて保険料が未納となっていた期間についても、さかのぼってまと

めて納付したと聞いていた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳の誕生日から少し遅れて、申立人の母親が国民年金の加入

手続を行い、20 歳までさかのぼって国民年金保険料を納付したと主張してい

るところ、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号

の前後の任意加入者の被保険者資格取得日から、昭和 48 年３月に行われた

と推認され、その時点で申立期間は現年度納付により保険料を納付すること

が可能な期間であることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間後の国民年金保険料はすべて納付済みである上、

保険料を前納している期間もあることから、保険料の納付意識は高かったも

のと認められるとともに、申立期間は１回、かつ９か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4289 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年２月から 44 年９月までの期間及び 46 年４月から同年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年２月から 44年９月まで 

② 昭和 46年４月から同年７月まで 

私の母親は、私が 20 歳になった昭和 43 年ごろ、私の国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料については、私の兄姉と同様に母親が集金人又

は金融機関で納付していた。私の両親及び兄姉の保険料は納付済みとなっ

ているのに、私のみ申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料をその兄姉と同様に集金人又は金融機関で納付していたと主張してい

るところ、当時、申立人が居住していた地域には集金人制度が存在してい

たことが確認できる上、その母親が保険料を一緒に納付していたとする申

立人の両親及び兄姉二人の申立期間の保険料は納付済みとなっている。 

    また、申立期間の納付を行っていたとする申立人の母親はもとより、申

立人の家族についても国民年金加入期間に未納は無く、まじめで、納付意

欲の高い家族であることが推察される。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日から、昭

和 46 年６月ごろと推認でき、ほかに申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れた形跡もないことから、申立人の母親が 43 年ごろ申立人の加入手続を行

ったとする事情はうかがえないが、44 年 10 月から 46 年３月までの国民年



 

  

金保険料を同年 12 月 13 日に過年度納付していることが確認でき、当該過

年度納付を行った時点は第１回特例納付の実施期間であることから、申立

期間①は納付することが可能であったものと考えられ、納付意欲の高かっ

た申立人の母親が過年度納付を行いながら、20 か月と比較的短期間である

申立期間①の保険料を納付しなかったとする特段の事情まではうかがえな

い。 

 

  ３ 申立期間②について、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は昭

和 46 年６月ごろと推認できることから、申立期間②は、国民年金保険料を

現年度納付できる期間である上、申立人は、申立期間②の直前の 44 年 10

月から 46 年３月までの保険料を同年 12 月に過年度納付していることが確

認できることから、その直後の４か月と短期間である申立期間②の現年度

保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4290 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年７月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年７月から５年３月まで 

学生が国民年金の強制適用になった平成３年４月ごろに、社会保険事務

所（当時）から通知があったが、当時、生活が苦しかったので国民年金の

加入手続は行わなかった。翌月、再度通知があり、「納付しないと満額を

受給することができない。」旨の内容を見て、同年７月ごろに父親が市役

所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、父親が毎

月市役所の窓口で、納付書により１万円ぐらいの保険料を納付していたに

もかかわらず、申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年４月ごろは生活が苦しかったため、社会保険事務所か

ら最初に通知があったときは国民年金に加入しなかったが、二度目の通知で

国民年金保険料を納付しないと満額を受給することができなくなることを知

り、父親が国民年金の加入手続を行ったことを具体的かつ鮮明に記憶してい

る上、申立期間当時申立人が居住していた地域では、加入勧奨を頻繁に行っ

ていたことが確認できることから、申立内容に不自然さは認められない。 

   また、申立人の父親が納付していたとする国民年金保険料月額は、申立期

間に実際に納付した場合の金額とおおむね一致している上、申立人が当時居

住していた市では、保険料の収納は毎月行われていたことが確認できること

から、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、その妹の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納

付についてもその父親が行ったと主張しているところ、その妹は 20 歳にな



 

  

ってから大学を卒業するまで、保険料はすべて納付済みとなっていることか

ら、その父親が申立人の妹のみ加入手続等を行い、申立人の加入手続等を行

わなかったとするのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4291 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 11 月から２年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年 10月から２年３月まで 

私は、結婚を控えた平成元年 10 月に会社を退職した際、会社の人事部か

ら国民年金の加入についての説明があったので、２年２月に結婚した後に、

市役所で私と夫の国民年金の加入手続を行った。そのころに、申立期間の

国民年金保険料をさかのぼってまとめて納付したと思う。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している上、口座振替により保険料を納付している期間もあるなど、保険

料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   また、申立人は、平成２年２月に結婚した後に、市役所で申立人及びその

夫の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料をさかのぼって

まとめて納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

同年 12 月に夫婦連番で払い出されており、その時点において、申立期間は、

保険料を納付することが可能な期間であり、申立人の所持する年金手帳に元

年 10 月に国民年金被保険者資格を取得した旨の記載が見られること、及び

申立期間直後の２年４月から同年 12 月までの保険料が、同年同月に納付さ

れていることを考え合わせると、保険料の納付意欲が高かったと認められる

申立人が、６か月と短期間である申立期間の保険料を納付していたと考えて

も特段不合理な点は認められない。 

   さらに、連番で国民年金手帳記号番号が払い出されている申立人の夫の申

立期間を含む昭和 63 年 10 月から平成２年３月までの国民年金保険料は、３



 

  

年１月にまとめて過年度納付されていることが確認できる上、その夫の職業

柄、その夫は、申立人が申立期間の保険料を納付できるだけの十分な資力を

有していたものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

   しかしながら、申立期間のうち、平成元年 10 月については、厚生年金保険

被保険者期間であり、国民年金保険料が還付された記録は無いものの、国民

年金被保険者となり得る期間ではないことが明らかであることから、この期

間の記録訂正を行うことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4292 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年６月及び同年７月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年６月及び同年７月 

② 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は、結婚する直前の昭和 50 年４月に市役所で国民年金の加入手続を行

った。申立期間①の国民年金保険料については、結婚後の住所地の区役所

で国民年金の住所変更及び種別変更手続を行った後に納付したはずである。

また、申立期間②の保険料については、口座振替により納付したはずであ

り、61 年４月から第３号被保険者制度が開始されることは認識していたも

のの、60 年４月に任意加入資格を喪失した憶
おぼ

えは無い。申立期間①の保険

料が未納とされていること、及び申立期間②が未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の所持する年金手帳及び被保険者名簿によ

ると、申立人は、昭和 50 年６月２日に国民年金の強制加入から任意加入へ

の種別変更手続を行っていることが確認できることから、任意加入手続を

行いながら当該期間の国民年金保険料を納付しなかったとするのは不自然

である。 

    また、申立期間①は２か月と短期間である上、申立人は、任意加入後の

国民年金加入期間について当該期間を除き国民年金保険料をすべて納付し

ている。 

 

  ２ 一方、申立期間②については、申立人の所持する年金手帳及び被保険者

名簿によると、申立人は昭和 60 年４月に任意加入資格を喪失していること



 

  

が確認できることから、申立期間は未加入期間で国民年金保険料を納付す

ることができない期間であり、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

    また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年６月及び同年７月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4293 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年９月及び９年 10 月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成７年９月 

② 平成９年 10月 

私は、申立期間①及び②について、会社を退職した直後に、市役所で国

民健康保険の加入手続及び厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、

１万円ぐらいの国民年金保険料を納付書により金融機関で納付した。 

申立期間が未加入で国民年金保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、会社を退職した直後に厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行い、１万円ぐらいの国民年金保険料を金融

機関で納付したと主張しているところ、当時、申立人が保険料を納付してい

たとする金融機関は実在し、保険料の収納事務を行っていたことが確認でき

る上、申立人が納付したとする保険料額は当時の保険料額とおおむね一致し

ていることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立期間②について、申立人が現在所持している年金手帳は平成９

年９月に再発行されていることから、国民年金への切替手続を行うために再

発行の手続を行った申立人が、１か月と短期間である申立期間②の国民年金

保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人の所持している年金手帳には、申立人の氏名が誤記載され

ていることから、当時、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能

性がある。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を、申立期間

①及び②を除き複数回適切に行っていることから、国民年金保険料の納付意



 

  

識は高かったものと認められる上、申立期間①及び②は、それぞれ１か月と

短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4294 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年５月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年５月から 50年９月まで 

私は、20 歳になったころ、国民年金の加入に関する案内が来たので、職

場の上司に相談した上で、会社近くの区役所で国民年金の加入手続を行っ

た。加入手続後の国民年金保険料については、会社近くの郵便局で納付し

ていたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったころ、国民年金の加入に関する案内が来たので、

職場の上司に相談した上で、会社近くの区役所で国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているところ、申立人の業務を指導していたという上司は、「当

時、会社が厚生年金保険に加入していなかったので、国民年金の必要性を説

明して加入を勧めた。当時の社員は、みんな国民年金に加入していた記憶が

ある。」と証言している上、その上司及びほかの社員は、申立期間の国民年

金保険料は納付済みとなっていることから、申立内容は基本的に信用できる。 

   また、申立期間当時、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする区役所

は、現在の所在地とは別の場所に所在しており、申立人は、移転前の区役所

で加入手続を行ったことを具体的かつ鮮明に記憶している上、申立人が申立

期間の国民年金保険料を納付していたとする郵便局は当時実在し、保険料の

収納事務を行っていたことが確認できることから、その主張に不自然さは認

められない。 

   さらに、申立人は、申立期間を除き、長期にわたる国民年金加入期間の国

民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲は高かった



 

  

ものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4295 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年３月から同年６月までの期間及び４年１月から同年８月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年３月から同年６月まで 

② 平成４年１月から同年８月まで 

私は、平成３年３月に会社を退職する際、会社の人事担当者から、退職

後すぐに国民年金の加入手続を行うように指導されたため、すぐに区役所

で国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、

私が毎月納付書により区役所で納付していた。 

その後、平成４年１月に別の会社を退職した後も、前の会社で指導され

たことを思い出し、すぐに区役所で国民年金の再加入手続を行い、納付書

により毎月区役所で国民年金保険料を納付していた。 

未納期間が無いように国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、

申立期間①及び②が未加入で、保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、会社を退職後、すぐに区役所で国

民年金の加入手続及び再加入手続を行ったと主張しているところ、申立人が

平成３年３月に退職した会社では、退職者に対して、国民年金の加入勧奨に

ついての文書を交付し、会社で保管していた年金手帳を退職者に返却する際

にも、口頭で加入手続を行うように指導していたことが確認できる上、同時

期に退職した同僚についても、ほとんどが退職後すぐに加入手続を行ってい

ることが確認できることから、申立人の主張には信憑
ぴょう

性が認められる。 

   また、申立人は、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付してい

る上、申立期間①及び②以外の厚生年金保険から国民年金への切替手続及び



 

  

氏名変更手続を複数回適切に行っていることから、保険料の納付意欲は高か

ったものと認められるとともに、申立期間①及び②は、それぞれ４か月及び

８か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4296 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年３月 

私は、会社を退職した後、平成元年３月ごろに、区役所で国民年金の加

入手続を行った。国民年金保険料については、送られてきた納付書により、

自宅付近の郵便局や金融機関で納付したにもかかわらず、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年３月ごろ、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の直後の番

号の被保険者の納付記録等から、申立人の国民年金の加入手続時期は平成元

年４月以前と推認でき、申立内容とおおむね一致することに加え、申立期間

は加入手続を行った時点で現年度となることから、申立人が当時居住してい

た区から納付書が発行されていたと考えられ、申立期間直前の標準報酬月額

から申立期間の保険料を納付することは十分可能であったと認められること

も考え合わせると、申立人が保険料を納付していたとしても特段不合理な点

は無い。 

   また、申立期間は１回、かつ１か月と短期間であり、申立人は、申立期間

を除き、国民年金保険料をすべて納付していることに加え、平成５年４月に

おいては国民年金から厚生年金保険への切替手続を適切に行っているなど、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4297 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年８月まで 

私は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に、母親に勧められて、自

宅近くの市役所の支所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料に

ついては、当時、私は学生であったので、毎月母親から保険料をもらい、

同支所で印紙を購入して手帳に貼
は

り、窓口に提出するとスタンプを押され

て返却されたのを鮮明に憶
おぼ

えている。申立期間が未加入で保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時学生であったので、毎月母親に国民年金保険料を

もらい、自宅から近くの市役所の支所で印紙を購入して手帳に貼
は

り、窓口で

スタンプを押されて返却されたことを具体的かつ鮮明に記憶している上、申

立期間当時、申立人が居住していた地域では、印紙検認方式で保険料を徴収

していたことが確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認められ

ず、申立人の主張は基本的に信用できる。 

   また、申立人は、昭和 35 年 10 月に国民年金の被保険者資格を取得してお

り、半年後の 36 年４月に資格喪失されていることが特殊台帳及び国民年金

被保険者名簿から確認できるものの、申立人の妹からの証言によると、申立

人及びその母親についてのまじめで几
き

帳面な性格がうかがえることから、国

民年金制度発足前に加入手続を行ったにもかかわらず、一度も保険料を納付

すること無く、同年同月に資格を喪失したとの記録はいかにも不自然である。 

   さらに、申立人が納付したとする国民年金保険料月額は、申立期間当時、

実際に納付した場合の金額とおおむね一致している。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4298 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年９月から平成元年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年９月から平成元年２月まで 

私は、昭和 63 年９月に会社を退職し、次の就職先が決まるまでの期間、

一時的に私の実家に転居していたので、夫婦一緒に町役場に行き、私の国

民年金の加入手続及び妻の第１号被保険者への種別変更の届出を行い、国

民年金保険料については、妻が夫婦二人分を金融機関で毎月納付していた。

妻の保険料は納付済みとなっているにもかかわらず、申立期間が未加入で

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、金融機関で申立期間の国民年金保険料を納付したと主張してい

るところ、申立人が保険料を納付していたとする金融機関は、申立期間当時

存在し、保険料を収納していたことが確認できることから、申立内容に特段

不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間の当初に実家が所在する町に住民票を異動し、

申立人自身の国民年金の加入手続及びその妻の種別変更手続を町役場で一緒

に行い、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたと主張していると

ころ、その妻は、当時、第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手

続及び住所変更の届出を適切に行っている上、申立期間の保険料が納付済み

となっていることから、申立人のみ国民年金に加入せず、保険料を納付しな

かったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人の妻は「申立期間当時、夫婦二人分の国民年金保険料を金

融機関で毎月納付していた。」旨証言している上、申立期間は１回、かつ６

か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4299 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年 10月 

私は、昭和 62 年 10 月に会社を退職した後、市役所で国民年金の加入手

続を行い、同年同月からの国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、

申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続時期は、オンライン記録によると、申立人の

国民年金手帳記号番号の前後の手帳記号番号の国民年金第３号被保険者の社

会保険事務所（当時）での入力処理日から、昭和 63 年３月ごろと推測され、

62 年 10 月に会社を退職後、国民年金の加入手続を行ったとする申立人の主

張とおおむね合致している。 

   また、申立人の国民年金の被保険者資格取得日は、加入当初、会社を退職

した日の翌日である昭和 62 年 10 月 26 日となっていたにもかかわらず、後

に同年 11 月１日に訂正されているが、資格取得日を同日に訂正する理由は

見当たらず、当該訂正処理は不自然である。 

   さらに、上述のとおり、加入当初においては、申立期間は未加入期間では

なく、国民年金保険料を納付することができる期間であることから、既に納

付済みである昭和 62 年 11 月以降の保険料の納付書と共に申立期間の納付書

も発行されていたと考えられ、同年同月以降の保険料を納付しておきながら、

１か月と短期間である申立期間の保険料のみを納付しなかったとするのは不

自然である。 

   加えて、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、

被用者年金制度から国民年金への切替手続を複数回適切に行っているなど、

保険料の納付意識は高かったと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4300 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 62年３月まで 

私が大学４年生になった昭和 59 年４月に、母親が私の国民年金の任意加

入手続を行ってくれた。加入手続後の国民年金保険料については、母親が

納付書により金融機関で納付していたにもかかわらず、申立期間が未加入

又は未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学４年生になった昭和 59 年４月に、その母親が申立人の国民

年金の任意加入手続を行ったと主張しているところ、その母親は、「私は、

娘（申立人）が大学４年生の時に市役所で国民年金の任意加入手続を行っ

た。」旨証言している上、申立人の所持する年金手帳によると、国民年金被

保険者資格取得年月日が 59 年４月１日となっていることから、その母親が、

同年同月に申立人の国民年金の任意加入手続を行ったものと考えられる。 

   また、申立期間の国民年金保険料について、申立人は、その母親が金融機

関で納付していたと主張しているところ、その母親が保険料を納付していた

とする金融機関は当時実在し、保険料を収納していたことが確認できる上、

その母親が納付していたとする保険料額は、申立期間当時に実際に納付した

場合の保険料額とおおむね一致していることから、申立内容に特段不合理な

点は認められない。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、申立

期間当時、厚生年金保険に加入しており、その標準報酬月額から、申立人の

保険料を納付できるだけの十分な資力があったものと推認できる上、その母

親は、「私は、経営していた会社の収入の中から、娘の国民年金保険料を納



 

  

付していた。」旨証言している。 

   加えて、申立人の母親は、「私は、経営していた会社の従業員の配偶者に

対して国民年金に任意加入するように勧めていたので、娘についても、学生

のうちに国民年金に任意加入するように勧めていた。」旨証言しており、そ

の従業員の配偶者は、申立期間当時、国民年金に任意加入し、昭和 51 年 10

月以降国民年金保険料を完納していることが確認できることから、母親が、

同居していた申立人の任意加入手続を行い、保険料を納付していたと考える

のが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4301 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年４月から同年７月まで 

私は、平成２年４月に会社を退職した後、すぐに区役所で厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行った。その際に、国民健康保険の加入手続

も合わせて行った。申立期間の国民年金保険料については、納付書により

金融機関又は区役所の窓口で納付していたにもかかわらず、申立期間が未

加入で保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年４月に会社を退職した後、すぐに区役所で厚生年金保

険から国民年金への加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張

しているところ、申立人は、学生のころから病気のため通院しており、元年

に区役所で国民健康保険に加入した際、職員から国民年金にも加入しなけれ

ばならないと言われ、それ以来、会社を退職する都度、必ず間をあけずに国

民年金への切替手続を行っていると述べており、その記憶は鮮明で、切替手

続を行う動機も明確である上、申立人は７回にわたって国民年金への切替手

続を適切に行っていることが確認できることから、申立人の主張は基本的に

信用できる。 

   また、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保

険料の未納は無いことから、保険料の納付意欲は高かったものと認められる

上、申立期間は１回、かつ４か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金の保険料を納付していたものと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3947 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年５月７日から 55 年３月 31 日ま

での期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の取得日に係る記録を 54 年５月７日に、同資格の喪失日に係る記

録を 55 年３月 31 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 22 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年５月７日から 55 年７月１日まで 

    私が、Ａ社に勤務し、財務の仕事をしていた昭和 54 年５月７日から

55 年７月１日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    必ず勤務していたので調べて厚生年金保険被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社で昭和 54 年６月５日から同年８月 26 日まで厚生年金保険の被保険

者記録がある同僚は、「申立人は自分と同時期に入社した。」と供述して

おり、このことについて申立人は、「私の方が若干先に入社していた。」

と述べている。 

   また、別の同僚は、「申立人は会社が倒産した昭和 55 年３月末か同年

４月初めにはまだ勤務していた。」と供述している上、申立人は「倒産後、

社長の連絡先が分からなくなったので、社長を捜していた。」と当時の状

況を具体的に述べている。 

   これらのことから、申立人は申立期間において、Ａ社に継続して勤務し

ていたことが認められる。 

   また、Ａ社の同僚は、「Ａ社はＢ業種なので、事務と営業は給与体系が



  

別だった。営業は歩合制で厚生年金保険に加入できない者もいたが、事務

は全員加入していた。申立人は事務だったので厚生年金保険に加入してい

ると思う。」と供述している。 

   さらに、申立人及び同僚が事務職であったとして氏名を挙げた同僚は、

すべて、Ａ社における厚生年金保険被保険者としての記録が存在すること

から、当時、同社においては、ほぼすべての事務職の従業員が厚生年金保

険に加入していたと考えられる。 

   一方、Ａ社は、昭和 55 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、同日以降は適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、前述の同僚は、「昭和 55 年３月 31 日がＡ社での厚生年金保険の

資格喪失日であり、それ以降は残務整理をしていたが保険料を控除されて

いない。」と供述しているほか、そのほかの同僚に聴取しても同日以降も

保険料を控除されていたと供述をした者はいないことから、申立期間のう

ち、55 年３月 31 日から同年７月１日までの期間については、申立人は、

厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年

５月７日から 55 年３月 31 日までの期間において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、当該期間における標準報酬月額については、複数の同僚のＡ社に

おける当該期間の社会保険事務所（当時）の記録から判断すると、22 万

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 54 年５月から 55 年２月までの厚生年

金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ａ社は既に解散し

ており、事業主とも連絡が取れないために確認することができないが、仮

に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資

格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会において

も社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理で

は考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

54 年５月から 55 年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3948 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は申立人が昭和 21 年４月 22 日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、

かつ、申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格

喪失日は、同年８月１日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、90 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年４月１日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 21 年４月、女学校の紹介により、もう一人の同級生と一

緒に新卒でＡ社に入社した。初めの数週間は同社本店にいたが、その後

同社Ｂ支店に配属となり、Ｄ係として勤務していた。 

    社会保険庁（当時）の記録では、申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が無いが、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の同僚は、「申立人とは、女学校の同級生であり、同日にＡ社に入

社した。申立人から、同社Ｂ支店に配属されたと聞いた。」と証言してい

る。 

   また、申立人が記憶するＡ社Ｂ支店の所在地は、Ｃ社及びＡ社の元従業

員の供述と一致している上、申立人は同社を退職した経緯を具体的に記憶

していることから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが認めら

れる。 

   さらに、上記の同僚は、昭和 21 年４月 22 日にＡ社本店において、厚生

年金保険被保険者資格を取得している。 

   加えて、Ｃ社は、「従業員ごとに厚生年金保険に加入させたり、させな



  

かったりということはなく、統一的な取扱いであったと思う。」と回答し

ている。 

   一方、Ａ社本店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和

19 年６月１日から 24 年４月１日までに資格を取得した者約 1,000 名を調

査したが、申立人の名前は見当たらない。 

   しかしながら、上記の被保険者名簿は、記載内容から更新された名簿で

あると考えられるが、資格取得日順に記載されておらず、健康保険番号も

まちまちであることから、申立期間当時、当該被保険者名簿が通常の事務

処理において作成されたものとは考え難く、何らかの事情により消失し、

復元された名簿であると考えられる。 

   このことについて、日本年金機構Ｅ事務センターからは、当該被保険者

名簿が資格取得日順に記載されていない理由は不明であり、このほかに保

管している同社本店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は３枚しか

見当たらないと回答しており、これらの記録及び申立人の同僚の記録を前

提にすると、申立人の厚生年金保険被保険者記録は、当該被保険者名簿の

整備時に誤った処理がなされた可能性が高いと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 21 年４月 22 日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対

し行ったと認めるのが相当であり、かつ、Ａ社本店における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、同年８月１日とすることが妥当である。 

   また、当該期間の標準報酬月額は、申立人と同期入社の同僚の記録から、

90 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 3949 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 17 年６月１日から 19 年１月 15 日までの期間に

ついて、Ａ社Ｂ事業所の事業主は、申立人が 17 年６月１日に労働者年金

保険被保険者資格を取得し、19 年１月 15 日に同資格を喪失した旨の届出

を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、当該期間

に係る労働者年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 17 年６月から 18 年１

月までは 130 円、同年２月から同年 12 月までは 140 円とすることが妥当

である。 

   また、申立期間のうち、昭和 28 年７月１日から同年７月 31 日までの期

間について、申立人は厚生年金保険被保険者であったことが認められるこ

とから、Ｇ社における申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る

記録を同年７月 31 日と訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年６月１日から 19 年１月 15 日まで 

             ② 昭和 26 年４月１日から 27 年８月１日まで 

             ③ 昭和 28 年７月１日から同年７月 31 日まで 

    申立期間①については、夫は、昭和 17 年１月１日にＡ社Ｂ事業所に

入社し、19 年１月 14 日まで勤務していたが、労働者年金保険被保険者

記録が欠落しているので、記録を訂正してほしい。 

    申立期間②については、夫は、Ｅ社を退職後、Ｃ社（現在は、Ｄ社）

に勤務していた。厚生年金保険の加入期間について照会したところ、昭

和 26 年４月１日から 27 年７月 31 日までの期間は、厚生年金保険に加

入していた事実が無い旨の回答をもらった。確かに勤務していたので、

厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

    申立期間③については、夫がＧ社に勤務していた期間のうち、昭和

28 年７月１日から同年７月 31 日までの期間の厚生年金保険被保険者記



  

録が無い。申立期間について記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＡ社Ｂ

事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、申立人と同

姓同名で、生年月日が同じ者が昭和 17 年６月１日に資格を取得し、19 年

１月 15 日に同資格を喪失していることが確認できる。 

   また、当時、Ａ社Ｂ事業所において労働者年金保険の被保険者記録のあ

る同僚から、同社の従業員には申立人と同姓同名の人はいなかったとの証

言を得ていることから、上記の記録は申立人の記録であると認められる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、申立人が昭和 17 年６月１日に労

働者年金保険被保険者資格を取得し、19 年１月 15 日に同資格を喪失した

旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 17 年６月から 18 年１月までは 130 円、同年２月から同年 12 月

までは 140 円とすることが妥当である。 

   申立期間③について、オンライン記録の資格喪失日は、昭和 28 年７月

１日とされている。 

   しかし、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＧ社の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の資格喪失日は昭和 28 年７月 31 日と記録

されており、当該期間において申立人は厚生年金保険の被保険者であった

ことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間において厚生年金保険

被保険者であると認められることから、Ｇ社における資格喪失日は昭和

28 年７月 31 日と認められる。 

   一方、申立期間②について、申立人の著書の記述内容及びＤ社から提出

された機関紙の内容から、申立人が当該期間においてＣ社に勤務していた

ことは認められる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｃ社は昭和 34 年１月 10 日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、当該期間においては適用事業所となっ

ていないことが確認できる。 

   また、当該期間の後の昭和 30 年にＣ社に入社した同僚は、「入社当時、

Ｃ社は厚生年金保険に加入していなかった。」と証言しているところ、同

氏の当該事業所における資格取得日は、当該事業所が適用事業所となった

日と同日の 34 年１月 10 日と記録されていることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年２月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格の喪失日に係る記録を同年２月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

を 20 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年 10 月から 57 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年４月５日まで 

    昭和 56 年 10 月から 60 年９月 28 日までＢ事業所（経営母体は、Ａ社

からＣ社に変更。）で勤務していた期間のうち、56 年 10 月から 57 年

11 月１日までの期間及び 59 年 12 月 21 日から 60 年４月５日までの期

間の厚生年金保険の加入記録が欠落している。Ｂ事業所には、56 年 10

月の開設準備時から勤務し、途中、同事業所の経営母体がＡ社からＣ社

に変わったが、同事業所には、60 年９月 28 日まで勤務し、その間、厚

生年金保険料は給与から控除されていた。 

    申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、雇用保険の記録及び同僚の証言から、申立人は、

当該期間のうち、昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年２月１日までの期間につ

いて、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

   また、上記の同僚は、「申立人は、当該期間においても勤務形態や業務

内容に変更は無く勤務していた。」と述べている。 

   さらに、Ａ社において被保険者であった複数の者に照会したところ、そ

の記憶する退職日と厚生年金保険被保険者の資格喪失日は一致している旨



  

を述べている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、昭和 59

年 12 月 21 日から 60 年２月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、申立期間②のうち、昭和 60 年２月１日から同年４月５日までの

期間については、申立人は、当該期間においては、Ｃ社における雇用保険

の被保険者となっていることが確認でき、このことについて、申立人及び

上記の同僚は、「Ｂ事業所は、Ａ社からＣ社に売却された。」と述べてい

る。 

   また、Ｃ社は、昭和 60 年４月５日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、当該期間においては適用事業所となっていない。 

   さらに、Ｃ社は既に適用事業所でなくなっており、事業主も既に死亡し

ていることから、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、厚生年金保険被保険者として、

申立期間②のうち、昭和 60 年２月１日から同年４月５日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

   また、昭和 59 年 12 月から 60 年１月までの標準報酬月額については、

申立人のＡ社における 59 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から

20 万円とすることが妥当である。 

   なお、Ａ社の事業主が、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行した否かについては、同社は既に適用事業所でなくなっている上、

事業主も既に死亡していることから照会することができず、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間①については、申立人が、Ａ社に勤務していたことは、

上記の同僚の証言から推認できる。 

   しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和

57 年 11 月１日であり、当該期間は適用事業所となっていない。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となる前から同社に勤務してい

たとする同僚に照会したものの、当該期間において厚生年金保険料を控除

されていたとする供述は得られなかった。 

   さらに、上述のとおり、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、事業



  

主も既に死亡していることから、申立人の当該期間における厚生年金保険

料の控除について確認することができない。 

   このほか、当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 35 年９月１日に、同資格の

喪失日に係る記録を同年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 35 年８月末にＣ社を退職した後、Ａ社Ｂ工場とＤ社の２

社の採用試験を受けていたが、Ａ社Ｂ工場の採用が先に決まったため、

同年９月１日に同社に入社したが、同年９月 30 日において、Ｄ社が私

を同年 10 月１日から採用することが決まったため、Ａ社Ｂ工場を退職

した。 

    しかし、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 35 年９月１日から同

年 10 月１日までのＡ社Ｂ工場における厚生年金保険の被保険者記録が

無い。 

    当時の給与明細書を提出するので、申立期間を被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した給与明細書から、申立人が、申立期間においてＡ社Ｂ

工場に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書の保険料

控除額から、8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務



  

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立期間の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において健康保険の整理番号に欠番が無

いことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは

考えられない上、仮に、事業主が、申立人について厚生年金保険被保険者

の資格取得届を提出していた場合には、その後に資格喪失届を提出するこ

とになるが、これらのいずれの機会においても社会保険事務所が当該届出

を記録しておらず、これは通常の処理では考え難いことから、事業主から

当該社会保険事務所への資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年９月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3952 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めら

れることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日

に係る記録を昭和 41 年１月 24 日に、同資格の喪失日に係る記録を 43 年

４月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、41 年１月から同年９月

までは１万 2,000 円、同年 10 月から 42 年９月までは１万 6,000 円、同年

10 月から 43 年３月までは１万 8,000 円とすることが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年１月 24 日から 43 年４月 16 日まで 

    私は、昭和 41 年１月 24 日から 43 年４月 15 日までＡ社に勤務してい

たが、当該期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落しているので記録を

訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社において昭和 41 年１月 24 日に

資格を取得し、43 年４月 15 日に離職した旨の記録が確認できる上、申立

人の同僚の証言及び当時の同社の業務内容に関する申立人の申立内容から、

申立人は申立期間に同社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認

および標準報酬決定通知書において、申立人が昭和 41 年１月 24 日に資格

を取得する旨記載されている上、同通知書に記載されているほかの同僚４

名については、厚生年金保険被保険者記録が存在することが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保

険の被保険者であったと認められることから、申立人のＡ社における厚生

年金保険被保険者の資格取得日に係る記録を昭和 41 年１月 24 日に、同資

格の喪失日に係る記録を 43 年４月 16 日とすることが必要である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の同僚の厚生年金保

険被保険者原票等から、昭和 41 年１月から同年９月までは１万 2,000 円、

同年 10 月から 42 年９月までは１万 6,000 円、同年 10 月から 43 年３月ま

では１万 8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 3953 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 32 年４月 18 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月 18 日から 33 年７月１日まで 

    夫は、昭和 22 年７月１日から 48 年４月４日までＡ社に継続して勤務

していたが、社会保険庁（当時）の記録では、32 年４月 18 日から 33

年７月１日までの期間が欠落している。申立期間当時は、同社Ｃ支店で

支店長として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、申立人が所持していたＡ社が発行した冊子及び同社が

保管する身上調書から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（同社

Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人が申立期間に異動したＡ社Ｃ支店は、昭和 30 年 12 月１日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており（以下「全喪」という。）、

申立期間において適用事業所としての記録が無いが、全喪後に同社Ｃ支店

長となった歴代の後任者は、同社Ｂ支店で資格を取得していることから、

申立人は同社Ｂ支店において被保険者となるべきものである。 

   また、異動日については、上記の冊子に、申立人のＡ社Ｃ支店長就任年



  

月日が昭和 32 年４月 17 日と記載されており、同年４月には、申立人が同

社Ｃ支店に配属されていることが確認できることから、同年４月 18 日と

することが妥当である。   

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 33 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円と

することが妥当である。 

   また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は保険料を納付したか否かについて不明としているが、仮

に、事業主から申立人に係る申立てどおりの被保険者資格の取得届が提出

された場合には、その後健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎

届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保

険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難

いことから、事業主が申立人の資格取得日を昭和 33 年７月１日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 32 年４月から 33 年６月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3954 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 44 年３月１日から同年９月 16 日までの期間につ

いて、Ｂ社の事業主は、申立人が同年３月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得し、同年９月 16 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事

務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、２万 2,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月ごろから 44 年２月ごろまで 

             ② 昭和 44 年３月１日から同年９月 16 日まで 

    厚生年金保険被保険者記録によると、昭和 38 年８月ごろから 44 年２

月ごろまでの期間及び同年３月１日から同年９月 16 日までの期間の記

録が無いが、当該期間はＡ社及びＢ社において勤務していた。Ａ社では、

Ｃ市Ｄ区の事業所で受付をしていた。また、亡夫とはＢ社の同じ職場で

知り合い、結婚をするために同社を退職した。当時の記憶は不鮮明で資

料等も無いが、調査の上、申立期間について厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、Ｂ社から提出された社会保険台帳から、申立人と

同姓同名で生年月日の日が相違（昭和 15 年＊月＊日生まれ）する、昭和

44 年３月１日から同年９月 16 日までの期間の厚生年金保険被保険者記録

が確認でき、当該被保険者の住所は、申立人の当時の住所であることが確

認できる。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同

姓同名で生年月日の日が相違（昭和 15 年＊月＊日生まれ）する、昭和 44

年３月１日から同年９月 16 日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が



  

確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の被保険者

記録であり、事業主は、申立人が昭和 44 年３月１日に厚生年金保険被保

険者の資格を取得し、同年９月 16 日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記録

から、２万 2,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間①について、申立人は当該期間においてＡ社に勤務していたと

述べているが、同社は、「申立人に係る資料は確認できない。」としてい

る上、「当時の社員名簿に申立人の氏名が確認できないため、申立人は正

社員ではなかったと思われる。」と回答している。 

   また、申立人は、当時のことは全く覚えていないとしており、同僚等の

氏名も思い出せないことから、申立てに係る証言が得られず、申立人の申

立期間①における勤務実態を確認できない。 

   さらに、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿並びにＣ市

Ｄ区の同社Ｅ工場、同社Ｆ工場及び同社Ｇ工場に係る健康保険厚生年金保

険被保険者原票からは申立人の記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかが

える関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 62 年３月 17 日から同年４月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の

取得日に係る記録を同年３月 17 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を

38 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち昭和 62 年４月１日から同年９月１日

までの期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正することが必要である。  

   なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年３月 17 日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 62 年４月１日から同年９月１日まで 

    私は昭和 62 年３月 17 日にＡ社に入社したが、ねんきん定期便には厚

生年金保険被保険者の資格取得日が同年４月１日と記載されている。ま

た、ねんきん定期便に記載されている同年４月から同年８月までの標準

報酬額に伴う保険料納付額が給与明細書と相違している。申立期間①に

ついては資格取得日を訂正し、申立期間②については標準報酬額を 38

万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人から提出のあったＢ社に入社した際の履

歴書に「Ａ社に昭和 62 年３月入社」と記載されていることが確認できる



  

上、同僚からも｢申立人は同年３月 17 日に入社した。｣との意見を得てお

り、申立人の所持する給与明細書から、申立人は、同社に同年３月 17 日

から継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の所持する給与明細

書から、38 万円とすることが妥当である。  

   なお、事業主による申立人に係る当該期間の保険料の納付義務の履行に

ついては、事業主から回答が得られないが、社会保険事務所（当時）にお

けるＡ社の資格取得日が雇用保険の記録における資格取得日と同日になっ

ており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得

日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 62 年４月１日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

   申立期間②については、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違につ

いて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

   したがって、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書において

確認できる報酬月額及び保険料控除額から、38 万円とすることが妥当で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主から回答が得られず、このほかに、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料等が無いことから行ったと

は認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3956 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年９月１日から 32 年３月１日まで 

    平成９年６月ごろ、社会保険事務所（当時）で年金記録を確認した際

に、Ａ社に勤務していた期間は脱退手当金を支給済みであるということ

を初めて知った。 

    私は、当時、脱退手当金制度について知らなかったため、自分で受給

手続をすることは考えられず、また、退職時に会社から退職金や一時金

を受けた記憶も無い。私は脱退手当金を受給していないので、調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約３年７か月後の昭和 35 年９月 26 日に支給決定されたこととな

っており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より後の被

保険者期間については当該脱退手当金の支給決定日より前であるにもかか

わらずその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。 

   さらに、当該脱退手当金の支給決定日以前における２回の被保険者期間

のうち、支給日直前の被保険者期間を失念するとは考え難い上、未請求と

なっている被保険者期間と申立期間である被保険者期間は同一番号で管理

されていたにもかかわらず、支給日直前の被保険者期間が脱退手当金に含

まれていないことは事務処理上不自然である。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3957 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 29 年４月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 28 年４月１日にＡ社Ｂ事業所に入社し、29 年４月１日付

けで同社Ｃ事業所に異動したが、厚生年金保険の記録では１か月間の欠

落がある。しかし、実際は同一企業の中における支店間異動（転勤）で

あり、あくまでも一貫して勤務していたので、当該期間について厚生年

金保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された個人経歴記録表及び雇用保険の記録から判断すると、

申立人が同社に継続して勤務し（昭和 29 年４月１日に同社Ｂ事業所から

同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 29 年２

月のＡ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、

6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについては、昭和 39 年の水

害により資料が滅失したため不明としているが、事業主が資格喪失日を

29 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこ

れを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が



  

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 21 年 10 月１日から 24 年２月１日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 21 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、24 年２月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険被保

険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 21 年 10 月から 23 年

７月までは 600 円、同年８月から同年 11 月までは 5,100 円、同年 12 月及

び 24 年１月は 8,100 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年６月１日から 18 年４月１日まで 

             ② 昭和 18 年４月１日から 19 年５月１日まで 

             ③ 昭和 21 年 10 月１日から 24 年２月１日まで 

    夫の手記によると、夫は、昭和 17 年１月６日にＡ社Ｂ支社経理部に

配属され、同年４月から同社Ｃ所経理部勤務となり、18 年４月から 19

年５月まで同社Ｄ所で勤務し、同年６月から 21 年５月まで兵役、同年

10 月から同社本社経理部勤務となり 26 年 12 月に同社を退職したが、

24 年２月１日以前の厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③については、Ａ社保管の職員録及び申立人の手記から、申立

人は、同社本社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、申立

人と同姓同名で、生年月日が同一及び厚生年金保険被保険者番号と基礎年

金番号が同一の者が、昭和 21 年 10 月１日に厚生年金保険の被保険者資格



  

を取得し、24 年２月１日に同資格を喪失したことが確認できるとともに、

オンライン記録により、当該被保険者記録は、基礎年金番号に未統合であ

ることが確認できる。 

   さらに、厚生年金保険被保険者番号払出簿の記録から、申立人の基礎年

金番号は、昭和 21 年 10 月１日にＡ社の申立人に対して払い出されたこと

が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の記録は、申立人の厚生年金保険被

保険者記録であり、Ａ社の事業主は、昭和 21 年 10 月１日に申立人が同社

において被保険者資格を取得し、24 年２月１日に同資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健

康保険労働者年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 21 年 10 月から 23

年７月までは 600 円、同年８月から同年 11 月までは 5,100 円、同年 12 月

及び 24 年１月は 8,100 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①及び②については、Ａ社保管の職員録及び申立人の手

記から、申立人は、申立期間①に同社Ｃ所に、申立期間②に同社Ｄ所に勤

務していたことが認められる。 

   しかし、申立人の手記に、申立人は、同社Ｃ所及び同社Ｄ所において、

経理部勤務であったと記載されているところ、当時、労働者年金保険法が

適用されるのは、工場等に勤務する「筋肉労働者」であったことから、申

立人は、労働者年金保険の被保険者として加入できなかったものと考えら

れる。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における労働者年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が労働者年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る労働者年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち平成 13 年９月１日から 14 年 12 月 27 日までの期間及び

16 年１月１日から 18 年３月１日までの期間に係る標準報酬月額について

は、13 年９月から 14 年 11 月までは 19 万円、16 年１月から同年９月まで

は 20 万円、同年 10 月から 18 年２月までは 28 万円に訂正することが必要

である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年 10 月１日から 14 年 12 月 27 日まで 

             ② 平成 16 年１月１日から 18 年３月１日まで 

    ねんきん定期便に記載された私の厚生年金保険被保険者記録を確認し

たところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、平成６年 10 月１日から 14

年 12 月 27 日までの期間及び 16 年１月１日から 18 年３月１日までの期

間の厚生年金保険の標準報酬月額記録が、18 万円となっており、実際

に支払を受けた給与よりも低額になっている。給与明細書は 13 年９月

分以降の物を一部保管している。調査をして当該期間の厚生年金保険被

保険者標準報酬月額記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内のいずれか低い方を認定す

ることとなる。 

   申立期間①のうち、平成 13 年９月１日から 14 年 12 月 27 日までの期間



  

の標準報酬月額については、申立人が所持する給与明細書及び給与所得の

源泉徴収票の報酬月額及び保険料控除額から、19 万円に訂正することが

必要である。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人が所持する給与明

細書及び給与所得の源泉徴収票の報酬月額及び保険料控除額から、平成

16 年１月から同年９月までは 20 万円、同年 10 月から 18 年２月までは 28

万円に訂正することが必要である。 

   一方、申立期間①のうち、平成６年 10 月１日から 13 年９月１日までの

期間について、申立人は給与明細書及び給与所得の源泉徴収票等を所持し

ておらず、当該期間に事業主が源泉控除していた厚生年金保険料額及び申

立人の報酬月額を確認することができない上、Ａ社は 19 年 12 月 30 日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当該期間当時の事業主は

既に死亡しており、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった当時の

事業主も連絡先が不明で、当該期間に係る厚生年金保険料の給与からの控

除及び報酬月額について確認することができない。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間において申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険被保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、連絡先が不明であることから、これを確認することは

できないが、給与支給明細書等において確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標

準報酬月額が、平成 13 年９月から 14 年 11 月までの期間及び 16 年１月か

ら 18 年２月までの期間の長期間にわたり一致していないことから、事業

主は、給与支給明細書等で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う

報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額

に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3960 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 45 年４月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月１日から同年５月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社に勤務し、給料支払明細書では厚生年

金保険料が控除されているので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る給与支払明細書、Ｂ社保管の申立人の履歴書及び住

所録並びに雇用保険の被保険者記録から、申立人はＡ社に継続して勤務し、

申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   一方、オンライン記録によれば、Ａ社は昭和 45 年５月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間においては、適用事業所として

の記録が無い。しかし、同社は、商業登記簿謄本によると同年４月７日か

ら法人格を有していることが確認できる上、Ｂ社は申立期間のＡ社の従業

員数は 13 名であったとしていることから、同社は、当時の厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたと判断される。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

45 年４月の給与支払明細書の厚生年金保険料の控除額から７万 6,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険



  

事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3961 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月１日から 41 年 12 月１日まで 

    申立期間については脱退手当金を受給しているとのことであったが、

当時は、結婚、引っ越し、出産と出費がかさむ時期であり、仮にまとま

ったお金を受け取っていたならば、何に使うかなどを家族と話をしてい

たと思われるが、そのような記憶は全く無いので、調査し、申立期間を

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の２回の被

保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となって

おり、申立人が最初に就職した事業所の 46 か月にわたる長期間の被保険

者期間及び申立期間である最終事業所の直前の被保険者期間を失念すると

は考え難い。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 41 年 12 月１日の前

後３年以内に資格喪失した女性のうち、連絡先が把握できた２名から事業

所における脱退手当金の取扱いについて聴取したところ、いずれも事業主

による代理請求はうかがえず、事業主が申立人の委任を受けて代理請求し

たとは考え難い。 

   さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険

被保険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のま

まであり、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、



  

申立人は、最終事業所に在職中の昭和 41 年３月＊日に婚姻し、改姓して

いることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 46 年１月 20 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月 20 日から同年２月１日まで 

    社会保険庁(当時)の記録によると、昭和 46 年１月 20 日にＡ社Ｃ支店

で厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、同年２月１日に同社Ｂ支店で

資格を取得したこととなっており、被保険者期間が１か月間欠落してい

るが、私は、44 年４月１日から現在まで一貫して同社に勤務しており、

途中で辞めたことは無いので欠落が生じるはずが無い。申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が提出した在籍証明書､社員カード(異動履歴)､健康保険組合被保険

者証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し(昭和 46 年１月 20 日に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動)、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 46 年２月の社会保険事務所(当時)の記録から、４万 8,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、

Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報



  

酬決定通知書によると、事業主は、申立人の資格取得日を昭和 46 年２月

１日として届出を行っていることが確認できることから、社会保険事務所

は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3963 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 32 年１月 26 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年１月 26 日から同年４月 15 日まで 

    社会保険庁(当時)の記録によると、昭和 32 年１月 26 日にＡ社本社で

厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同年４月 15 日に同社Ｂ支社で資

格を取得したこととなっており、被保険者期間が３か月間欠落している。

私は、30 年４月１日から 62 年 12 月１日に定年退職するまで、一貫し

て同社に勤務しており、途中で辞めたことは無いので欠落期間が生じる

はずが無い。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ社の転勤辞令、給与辞令、退職手当支給明細書及び

雇用保険の記録から判断すると､申立人が同社に継続して勤務し(昭和 32

年１月 26 日に同社本社から同社Ｂ支社に異動)、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社におけ

る昭和 32 年４月の社会保険事務所(当時)の記録から、9,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社の業務を引き継いだＣ社は不明としており、この

ほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかではない



  

と判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3964 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 52

年 10 月 17 日であると認められることから、同社における同資格の取得日

に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、９万 8,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月 17 日から 53 年 10 月 17 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 52 年 10 月 17 日に入社して以来、継続して勤務し

てきた。しかし、厚生年金保険の加入記録では、入社当初の同年 10 月

17 日から 53 年 10 月 17 日までの記録が欠落している。当時、子供が二

人いたので、健康保険の加入が入社１年後というのは考え難く、さらに、

国民健康保険の加入手続をした覚えも無い。申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立人は当初、昭

和 52 年 11 月１日に同社で厚生年金保険の被保険者資格を取得していたが、

53 年９月 19 日付けの取得年月日の届出処理により、申立人の資格取得年

月日を横線で抹消の上、同年 10 月 17 日に訂正されていることが確認でき

る。 

   しかしながら、上記の訂正後の資格取得年月日は、当該訂正処理日であ

る昭和 53 年９月 19 日よりも後の日付であることから、申立人の資格取得

年月日は不合理な記録となっている。 

   また、Ａ社からは、「申立人については、何らかの手違いにより、当初、

昭和 52 年 11 月１日として、資格取得手続を行っていた。その後、申立人

の入社日である同年 10 月 17 日に取得すべきことが判明し、取得年月日を

同日に訂正する届出を行ったと思う。」との回答が得られたほか、管轄の



  

Ｂ年金事務所も、「取得年月日訂正を誤って記録したと推測する。」旨回

答していることから、本来、申立人の資格取得年月日は同日として記録さ

れるべきところ、53 年 10 月 17 日として誤って記録されたものと考える

のが自然である。 

   これらを含めて総合的に判断すると申立人のＡ社における厚生年金保険

被保険者資格の取得日は、昭和 52 年 10 月 17 日であると認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における訂正

前の昭和 52 年 11 月及び 53 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、

９万 8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 3965 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年９月１日から 39 年８月１日まで 

             ② 昭和 40 年２月１日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の確認に行ったところ、申立

期間①及び②については脱退手当金支給済みとの回答があった。脱退手

当金を受給した記憶は無いことから、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①及び②の間

にある被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず未請求と

なっており、これを失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険

者期間と申立期間の厚生年金保険手帳記号番号は同一番号であるとともに、

最終事業所と未請求となっている事業所は同一の社会保険事務所で管理さ

れていたことから、支給されていない期間が存在することは事務処理上不

自然である。 

   また、申立期間の最終事業所における厚生年金保険の加入期間は脱退手

当金の請求要件である 24 か月に満たない６か月であるとともに、当該事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されているすべての

女性被保険者 18 名のうち、脱退手当金の支給記録が確認できる者は申立

人のみであることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求

したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3966 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月１日から 40 年２月１日まで 

             ② 昭和 41 年 10 月１日から 42 年５月 10 日まで 

    私は、Ａ社で事務を手伝っていたが、在職中に結婚式を挙げ、昭和

42 年５月の連休中には他県のＢ市に引っ越している。その後出産が続

き、田舎にはしばらく帰省しておらず、社会保険事務所（当時）の所在

も分からないのに出向くことは考えられない。自分で請求するはずは無

いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①と②の間にある被保険

者期間（14 か月）についてはその計算の基礎とされておらず、未請求と

なっている。未請求期間となっている被保険者期間と申立期間は同一番号

で管理されているにもかかわらず、支給されていない期間として存在する

ことは事務処理上不自然である。 

   また、健康保険厚生年金保険被保険者原票、厚生年金保険台帳記号番号

払出簿及び厚生年金保険脱退手当金支給報告書において、申立人の氏名は

変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立人は昭和 42 年６月＊

日に入籍改姓しているものの、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求された

ものと考えられることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

   さらに、申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者

原票に記載され、当該事業所において２年以上の受給要件を満たしている

女性被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭



  

和 42 年５月 10 日から５年以内に資格喪失した申立人以外の者は 13 名で

あるが、そのうち、脱退手当金の支給記録が確認できるのは３名であり、

事業主は、｢会社は従業員に代わって脱退手当金の請求を行っていなかっ

た。｣と回答していることから、事業主が代理請求したものとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 57 年７月１日から同年７月 11 日までの期間につ

いて、申立人は厚生年金保険被保険者であったことが認められることから、

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日（昭和 57 年７

月１日）及び資格取得日（同年７月 11 日）の記録を取り消すことが必要

である。 

   また、申立期間のうち、昭和 60 年６月１日から同年６月３日までの期

間について、申立人のＡ社本社における資格喪失日及び同社における資格

取得日は、同年６月１日と認められることから、同社本社における資格喪

失日及び同社における資格取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年７月１日から同年７月 11 日まで 

             ② 昭和 60 年６月１日から同年６月３日まで 

    私は、昭和 57 年４月から同一会社に継続して勤務している。しかし、

同年７月１日から同年７月 11 日までの厚生年金保険被保険者記録が欠

落している。また、異動日が 60 年６月３日となっているが、同年６月

１日なので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 57 年７月１日から同年７月 11 日までの期間につ

いて、Ａ社は、申立人が継続して勤務しており、人事異動も無かったとし

ている上、申立人も人事異動は無かったとしている。 

   また、Ａ社は、申立人の厚生年金保険に欠落期間が生じていることにつ

いて、「資格の喪失が生じる事由は無い。届出の誤りと思われるので、訂

正をお願いする。」としている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者の資格喪失日（昭和 57 年７月１日）及び資格取得日（同年７月 11

日）の記録を取り消すことが必要と認められる。 



  

   申立期間のうち、昭和 60 年６月１日から同年６月３日までの期間につ

いて、申立人は、Ａ社本社からＡ社（Ｂ地域）に異動したのは同年６月１

日であり、オンライン記録において資格喪失日及び資格取得日が同年６月

３日となっているのは事実に即しておらず訂正してほしいと主張している。 

   これについて、Ａ社は、「申立人の異動日は、昭和 60 年６月１日であ

る。届出の誤りと思われるので、訂正をお願いする。」としている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社本社における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日及び同社における資格取得日の記録を、それぞれ昭

和 60 年６月１日と訂正することが必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 3968 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）Ｂ本部

における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 51 年１月

１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、50 年１月から同年９月まで

は 11 万円、同年 10 月から同年 12 月までは９万 8,000 円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月１日から 51 年１月１日まで 

    私は、昭和 46 年４月１日から 50 年 12 月 31 日まで、Ａ社に勤務して

いた。 

    しかし、厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 50 年１月１日に資

格を喪失したこととなっており、被保険者期間が１年足りない。調査の

上、資格喪失日を 51 年１月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人が提出した在籍証明書によると、申立人は、

昭和 46 年４月１日から 50 年 12 月 31 日までＡ社に継続して勤務していた

ことが認められる。 

   また、Ｃ社が保管する厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、

申立人の資格喪失日が昭和 50 年１月１日と記載されているものの、備考

欄では、同年 12 月 31 日退職と記載されているところ、同社は、「資格喪

失日を１年誤って記載したものと思われるが、申立人は、当社の社員であ

り、申立期間の保険料を控除していないはずがない。」と回答している。 

   さらに、Ａ社Ｂ本部に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票

には、申立人の資格喪失日を昭和 50 年１月１日と記載した日が 51 年１月



  

６日である旨の記載が確認できる上、50 年 10 月１日の定時決定の記録が

記載されており、Ｃ社の回答と符合している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者原票における

申立期間の記録から、昭和 50 年１月から同年９月までは 11 万円、同年

10 月から同年 12 月までは９万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は届出を誤ったと思われるが納付については不

明と回答しているが、厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、

事業主が昭和 50 年１月１日を申立人の資格喪失日として届け出たことが

確認できることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年１月

から同年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を平成５年５月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 19 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月 30 日から同年５月１日まで 

    私は、平成３年４月１日から５年４月 30 日までＡ社に勤務していた

が、同年４月 30 日から５月１日までの厚生年金保険の加入記録が欠落

しているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する平成５年４月の給料支払明細書には、２か月分の厚生

年金保険料が控除されている旨の記載が確認できる。 

   また、Ａ社に照会したところ、「当時の資料が保管されていないので確

認はできないが、通常、月末退職者は最終給与から２か月分の厚生年金保

険料を控除していた。また、２か月分引いた保険料のうち１か月分を申立

人に返したことはない。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料支払明細書から

19 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、申立人の所持する被保険

者資格喪失届に記載されている申立人の資格喪失日が平成５年４月 30 日

となっていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、



  

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年４月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 3970 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 44 年４月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 27 年にＡ社に入社し、平成４年に定年退職するまで勤務

していたが、厚生年金保険の加入記録をみると、転勤に伴う昭和 44 年

３月の１か月間が空白となっている。申立期間について、厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び健康保険組合の加入記録から判断すると、申立

人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年４月１日に同社Ｂ支店から同社Ｃ

事務所に異動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る

健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の昭和 44 年２月の記録から、

６万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、Ａ社は平成 11 年３月 31 日付けで解散（平成 18 年１

月 31 日清算決了）しているため、事業主が保険料を納付したか否かにつ

いての確認はできないが、事業主が申立人の資格喪失日を同年４月１日と

届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31

日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日と



  

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4302 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年３月から 45 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年３月から 45年６月まで 

私が 20 歳になった昭和 44 年＊月に、私の父親が役場の職員から勧めら

れたのを契機に私の国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金

保険料については、父親名義の口座から家族全員分を一緒に口座振替によ

り納付していたにもかかわらず、私のみ申立期間が未加入で保険料を納付

していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年＊月ごろにその父親が申立人の国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は国民年金

の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加

入手続を行い、保険料を納付していたとするその父親は既に他界しているこ

とから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、自身が 20 歳になった時に役場の職員から勧められたのを

契機に、その父親が申立人の国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、

当時、同役場では国民年金受付処理簿に記載されている氏名を基に国民年金

の加入勧奨を行っていたことが確認でき、その処理簿には申立人の氏名は記

載されていないことから、申立人への国民年金の加入勧奨は行われなかった

ものと推認できる。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 48 年６月に払い出されてい

ることが確認でき、その時点で申立期間は国民年金の未加入期間であること

から、国民年金保険料を納付することができない期間である上、申立人に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4303 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 63年３月まで 

私は、市内で転居した昭和 57 年４月ごろ、国民健康保険の手続と同時に

国民年金の加入手続を行った。短大時代は、実家の家族と一緒に健康保険

に加入していたが、卒業後仕事を始めて父親の扶養から外れたため、自分

の国民健康保険が必要になり手続に行った。その際、オレンジ色の年金手

帳を発行してもらったが、63 年８月に再度市内で転居したため手続に行き

その手帳は回収され、現在所持しているものは、再発行された新しい手帳

である。現在所持している手帳には、国民年金の番号が印字されたシール

が貼
は

られているが、回収された手帳には直接書かれていた。国民健康保険

に加入するには、国民年金にも加入しなくてはいけないと窓口で言われた

ことと、20 歳から未納になっている＊か月間は学生なので加入しなくても

いいと言われたことを記憶している。 

申立期間の国民年金保険料については、私が納付書で市役所か金融機関

で納付していたが、昭和 63 年ごろからは銀行で納付していたと思う。保険

料の月額及び納付頻度は憶
おぼ

えていないが、加入手続を行ってからは欠かさ

ず保険料を納付していたので、申立期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、短大卒業後の昭和 57 年４月ごろ、国民健康保険の手続と同時に

国民年金の加入手続を市役所で行ったとしている。しかし、申立人の国民年

金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の資格取得日か

ら、申立人の国民年金の加入手続日は、63 年５月から同年７月ごろと推認さ

れることに加え、オンライン記録では申立期間直後の昭和 63 年度の国民年



 

  

金保険料が、平成元年２月 28 日に 12 か月分まとめて納付されていることを

考え合わせると、申立人が主張するように昭和 57 年４月ごろに加入手続を

行い、以後欠かさず保険料を納付してきたとは考え難い。 

   また、申立人は昭和 63 年８月に市内で転居した際、古い年金手帳は回収さ

れ、新しい年金手帳が発行されたと主張している。しかし、仮に申立人が主

張するように年金手帳が回収された場合には、古い年金手帳の国民年金手帳

記号番号及び国民年金保険料の納付履歴が引き継がれる取扱いが行われるこ

ととなるが、そのような取扱いは行われておらず、申立人が現在所持してい

る年金手帳に記載されている手帳記号番号の払出日が同年同月であると確認

できることに加え、申立期間当時において、別の手帳記号番号が払い出され

た形跡は見当たらないことから、申立期間当時、申立人に対して保険料の納

付書が発行されていたとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4304 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 18 年７月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 18年７月から同年 11月まで 

私は、以前、社会保険事務所（当時）に委託された業者を名のる人から

の電話を受け、その際、「（社会保険事務所側の）ミスで国民年金保険料

が納付されたかどうか分からない。」と言われたので、私が「納付したは

ず。」と答えた旨を憶
おぼ

えている。その後、この件に関しての連絡がなかっ

たが、ねんきん特別便が届いたので記録を確認したところ、未納期間があ

ったことから、電話の件を思い出した。 

私の申立期間の国民年金保険料については、私が出産のため実家にいた

平成 19 年 10月から同年 11 月までの間に、夫が納付書と現金を持って自宅

近くのコンビニエンスストアでまとめて納付したと言っているので、保険

料を納付したことは間違いないと確信している。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が平成 19 年 10 月又は同年 11 月にコンビニエンスストア

で国民年金保険料を納付したと主張しているが、当該コンビニエンスストア

の店舗において同年 10 月及び同年 11 月に収納された保険料を調査した結果、

当該コンビニエンスストアでは、その期間に収納された保険料は１か月分の

保険料額 13,860 円が３件のみであったことが確認できることから、その中

に申立人の夫がまとめて納付したとする申立人の保険料額 69,300 円の納付

があったとは考え難い。 

   また、日本年金機構本部を通じて申立人に発行した申立期間の納付書に付

されているバーコード情報について、納付の時期を平成 19 年 10 月及び同年

11 月に限定せずに、当該コンビニエンスストア本部に確認した結果、当該番



 

  

号の納付書について、同本部から国民年金保険料の収納が無かった旨の回答

を得ている。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4305 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月から５年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年５月まで 

私は、国民年金の加入手続を行っていないが、国民年金保険料の納付書

が送られてきたので、母親が、申立期間の保険料を区役所又は銀行で納付

してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の保険料を納付していたとするその母親は、平成５年に申立期間の保険料

を納付し、そのすぐ後から口座振替により保険料を納付したと述べているが、

ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、７年７月に払い出されていること、

ⅱ）その時点で納付することが可能であった申立期間直後の５年６月から７

年７月までの保険料は納付済みとされていること、ⅲ）同年８月から口座振

替による保険料の納付が始まっていることが銀行の記録により確認できるこ

とから、申立人の母親が区役所又は銀行で納付したのは、５年６月から７年

７月までの保険料であったと考えるのが合理的である。 

   また、申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料として納付したとする

金額は、当該期間の保険料額と相違し、納付済みとされている平成５年６月

から７年７月までの保険料の合計額とおおむね一致している。 

   さらに、申立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号の払出時期を通じ

て、同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4306 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年７月から 45 年２月までの期間及び 47 年９月から 52 年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年７月から 45年２月まで 

② 昭和 47年９月から 52年９月まで 

私が会社を退職した昭和 43 年７月に、父親が国民年金の加入手続を行っ

たはずである。国民年金保険料については、納付金額は分からないが、毎

月、母親が自分の分と一緒に集金人に納付していると言っているのを聞い

ていた。母親が 60 歳になった 50 年＊月からは、私が市役所の窓口で、納

付書により保険料を納付したが、納付金額及び納付時期は忘れてしまった。

申立期間が未加入又は未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、その父親が国民年金の加入手続を

行い、申立人又はその母親が国民年金保険料を納付したと主張しているが、

加入手続等を行ったとするその両親は既に他界している上、申立人は、保険

料の納付金額及び納付時期についての記憶が定かではなく、両親から国民年

金手帳を受け取った記憶も無いとしていることから、申立期間①及び②当時

の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、昭和 43 年７月に、父親が国民年金の加入手続を行ったと

主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 54 年９月に払い出され

ていることが確認でき、申立期間①及び②の前後を通じて同一市内に居住し

続けていた申立人に、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4307 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成３年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成３年６月まで 

私が 20 歳に到達した昭和 63 年＊月ごろ、私の父親が町役場で私の国民

年金の加入手続を行ったと思う。申立期間の国民年金保険料については、

私の両親が地元の婦人会の集金人に毎月納付していたものと思われ、その

後、別の市に転居してからは、詳細は記憶していないものの、私が納付し

ていたはずである。申立期間のうち、63 年４月から平成元年３月までの期

間及び３年４月から同年６月までの期間の保険料が未納とされていること、

及び資格喪失の手続をしていないにもかかわらず、元年４月から３年３月

までの期間が未加入で保険料を納付していないとされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳に到達した昭和 63 年＊月ごろ、その父親が町役場で申立

人の国民年金の加入手続を行い、両親が国民年金保険料を納付していたと主

張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与

しておらず、申立期間当時、父親とは同居していなかった上、両親は当時の

記憶が定かではないことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、申立期間後に居住していた区で払

い出された国民年金手帳記号番号が記載されている上、当該手帳記号番号は、

厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成７年２月以降に払い出されている

ことが推認でき、申立期間については、その際に行政側が国民年金の被保険

者資格をさかのぼって取得及び喪失させる事務処理を行ったものであり、手

帳記号番号が払い出される前においては、申立期間は未加入期間であったこ



 

  

とから、国民年金保険料を納付することができない期間であったものと考え

られ、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形

跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4308 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年５月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年５月から平成２年３月まで 

私は、海外の大学に留学していた 20 歳のころ、私の母親が区役所で私の

国民年金の加入手続を行い、その後、国民年金保険料を、母親が銀行で納

付書によって納付していた。申立期間の保険料は、母親がすべて納付して

いたにもかかわらず、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳のころにその母親が、申立人の国民年金の加入手続を行っ

たと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入

者の資格取得日から、国民年金の加入手続は平成２年 11 月に行われたと推

認され、申立内容と合致しない上、申立人は、申立期間から手帳記号番号の

払出時期を通じて同一区内に住民登録しており、別の手帳記号番号が払い出

されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   また、その母親は、申立人の所持する年金手帳の「初めて国民年金の被保

険者になった日」が、昭和 56 年＊月＊日であることから、同日が国民年金

の加入手続日であると主張しているが、その日付は、加入手続日に関係無く、

強制加入期間の初日まで遡及
そきゅう

することから、加入手続日及び国民年金保険料

の納付の始期を特定するものではない。 

   さらに、申立人は、これまで所持する年金手帳は１冊だけであるとしてお

り、その年金手帳には「国民年金の記録」の欄に「１号」のゴム印が押され

ていることが確認できることから、昭和 60 年法律第 34 号による改正後の国

民年金法が施行された昭和 61 年４月以降に、国民年金の記録が作成された

年金手帳であると考えられ、56 年５月ごろに国民年金の加入手続を行ったと

する主張と合致しない。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4309 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から 54 年３月までの期間及び同年 10 月から 55 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月から 54年３月まで 

② 昭和 54年 10月から 55年４月まで 

私達夫婦は、親の勧めもあったので、昭和 50 年の結婚をきっかけに妻が

夫婦二人の国民年金の加入手続を社会保険事務所（当時）で行った。国民

年金保険料については、夫婦二人分を半年分又は１年分まとめて、妻が納

付書により市役所、社会保険事務所又は金融機関で納付していた。保険料

額についての記憶は無いが、申立期間の保険料を納付していたにもかかわ

らず、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年の結婚を契機に夫婦で国民年金に加入したと述べてい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時期、前後の手帳記号

番号の任意加入被保険者の加入状況等から、申立人の国民年金への加入時期

は、55 年５月、その妻の加入時期については 57 年６月ごろと推認できるこ

とに加え、国民年金の加入手続を行った場所についても、加入窓口である市

役所ではなく社会保険事務所とするなど加入時の記憶は曖昧
あいまい

であること、申

立期間①当時に、申立人へ手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない

ことなどを踏まえると、50 年の結婚を契機に夫婦同時に国民年金に加入した

とする申立内容は不合理である。 

   また、申立期間①及び②について、申立人は、その妻が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していたと主張しているが、オンライン記録から、一緒に

保険料を納付していたとする申立人の妻は、申立期間①及び②においては、

その過半の期間について国民年金に未加入であり、それ以外の期間は厚生年



 

  

金保険に加入していることが確認でき、前述したように、申立人の妻の国民

年金加入手続時期が昭和 57 年６月と推認され、申立人よりも約２年近く後

であることを考え合わせると、申立期間①及び②について、申立人の妻が夫

婦二人分の保険料を納付していたとする主張は不自然である。 

   さらに、前述したように、申立期間①及び②において、申立人の妻には国

民年金手帳記号番号が払い出されていないことを踏まえると、申立期間①及

び②については、その妻は、国民年金に加入しておらず、その妻は申立人の

保険料と一緒に納付することはできなかったと考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4310 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年８月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年８月から平成３年３月まで 

私が、学生であった 20 歳のころ、私の母親が、市役所の行政センターで

私の国民年金の加入手続を行ってくれ、その後、母親が、私の国民年金保

険料を、同センターで、１か月ごとに納付したと聞いている。母親が申立

期間の保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間が未加入とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したとするそ

の母親は、申立期間当初の昭和 62 年ごろに、申立人が大学生にもかかわら

ず、国民年金の加入勧奨に関するはがきか何かが家に届いたので、国民年金

の加入手続を行ったと述べているが、当時居住していた市では、学生が強制

加入となった平成３年に広報紙にその旨を掲載し、その周知を行っているも

のの、昭和 62 年当時には学生に対して直接加入勧奨を行っていないことが

確認できることから、申立内容に齟齬
そ ご

がみられる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の直前の番号の被保険者の 20 歳での

新規資格取得日は平成４年８月であり、申立人が国民年金の加入手続を行っ

たのは同年同月以降と推認され、申立内容と合致しない上、別の手帳記号番

号が払い出された形跡も見当たらないことから、申立期間は未加入期間であ

り、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人の母親が納付していたと述べている申立期間の国民年金保

険料の月額は、実際に納付済みとされている平成４年５月から５年５月まで

の保険料月額とほぼ一致していることに加え、年金手帳に検認印を押す方法

であったとする保険料の納付方法は、昭和 48 年３月に廃止されていること



 

  

から、申立期間の保険料の納付状況についての説明に不自然さがみられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4311 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から平成３年３月まで 

私は、20 歳になった昭和 59 年＊月ごろに国民年金に加入した。加入手

続に自ら出向いた憶
おぼ

えは無いが、国民年金に加入できるようになった 20 歳

のころに、自宅に加入案内の通知が届いたため記載して返信したところ、

納付書が送付されてきたことから金融機関で国民年金保険料を納付してい

た。当初は、年金手帳ではなく証書のようなものを所持していたが紛失し

てしまい、現在は平成３年４月に口座振替手続を行った際に交付された年

金手帳を所持している。納付書により金融機関で保険料を納付していた申

立期間が未加入で保険料を納付していなかったとされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入できるようになった 20 歳のころに加入案内の通

知が届いたため、記載して返信したところ納付書が送付されてきたことから

金融機関で国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人が居住

していた市では、学生が強制加入となった平成３年４月以降については、往

復はがきにより学生の身分照会を行い、加入する旨の返信があった者に対し

ては加入手続を完了したものとして年金手帳を送付していたことが確認でき

るが、申立人が 20 歳になった昭和 59 年ごろは当該加入案内やそれに基づく

加入手続は行われていなかったことが確認できる上、申立人が平成３年４月

の口座振替手続時に年金手帳を交付されたとしている点についても当時の制

度と一致しない。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする時期は、申立人の居住

していた市の記録から平成３年４月８日であることが確認でき、その時点で



 

  

は申立期間は未加入期間で国民年金保険料を納付することができない期間で

あり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形

跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間を通じて同一市内に居住しており、同一の行

政機関が長期間にわたり記録管理を続けて誤ることも考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無い上、口頭意見陳述においても具体的

な納付を裏付ける新しい証言や証拠を得ることができなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4312 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成２年３月まで 

私は、平成２年４月に就職した際、会社の社会保険事務関連の担当者か

ら年金手帳を提出するように言われたため、区役所で国民年金の加入手続

を行った。その際、私は、区役所の担当窓口の職員から、「このままだと

年金を受け取るのが２年間遅くなります。２年間なら、さかのぼって納付

できます。」と聞いたことから、毎月あるいは２か月ごとに申立期間の国

民年金保険料を納付したと思う。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年４月に区役所で国民年金の加入手続を行った際に年金

手帳を交付されたと主張しているが、その手帳には、４年 11 月に払い出さ

れた国民年金手帳記号番号が記載されていることから、申立内容と一致しな

い。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付時期や納付場所等につ

いて、記憶が定かではないことから、申立期間当時の保険料の納付状況が不

明である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年 11 月に払い出されて

いることが確認でき、手帳記号番号が払い出される前においては、申立期間

は未加入期間であり、国民年金保険料を納付することができない期間である

上、申立人は、申立期間当時から手帳記号番号が払い出された時期を通じて

同一区内に居住しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4313 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年ごろから８年ごろまでのうち 24 か月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年ごろから８年ごろまでのうち 24か月 

私は、平成８年５月に海外から帰国し、出国前に住んでいた親戚
せき

宅に戻

ってきた。同親戚
せき

宅に、私の国民年金保険料の納付書が届いていたので、

親戚
せき

からも勧められ、町役場で申立期間の保険料をまとめて納付した。私

は、まとめて納付した保険料額をはっきり憶
おぼ

えており、９年以前に保険料

の免除の申請を行ったことはないはずなのに、申立期間のほとんどが、保

険料の免除期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料の納付金額は記憶している

ものの、申立期間の始期及び終期についてはよく憶
おぼ

えていないとしており、

申立期間当時の保険料の納付状況についての記憶は曖昧
あいまい

である。 

   また、申立人は平成９年以前に国民年金保険料の免除の申請手続を行った

ことはないと述べているが、オンライン記録によると、平成６年度から 16

年度まで保険料の免除の申請がされており、申立期間のほとんどは、保険料

の免除期間である。 

   さらに、免除期間の国民年金保険料を納付する場合、制度上、追納手続が

必要であるが、申立人は、免除期間の保険料として納付した記憶は無く、オ

ンライン記録でも追納の申込みの記録が見当たらない上、仮に、追納の手続

を行わず、免除の申請前に既に発行されていた納付書で申立期間の保険料を

納付したとすると、過誤納として還付されることになるが、過誤納とされた

記録も見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述においても新たな証言や証



 

  

拠を得ることができず、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4314 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年４月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 12年４月から 14年３月まで 

私は、20 歳になった平成 10 年＊月に国民年金に加入し、国民年金保険

料を納付し、11 年２月からは申請免除を行った。申立期間当時、私は大学

生であったことから、12 年４月から 14 年３月までの期間については学生

納付特例の申請を行った。申立期間の保険料については、私の母親が 17 年

７月 25 日に社会保険事務所（当時）で 16 年５月から同年７月までの未納

の保険料と一緒に納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 16 年８月に就職しており、賞与が支給された後の 17 年７

月 25 日に、申立期間と当時未納であった 16 年５月から同年７月までの期間

の国民年金保険料を合わせた金額を母親に手渡して納付を依頼し、その母親

が社会保険事務所で納付したと主張しているが、その母親は、申立期間の保

険料について、納付期間及び納付金額等についての記憶が曖昧
あいまい

であることか

ら、当時の保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、実際の保険料額と大

きく相違している。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

同番号に基づいて国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた状況下

において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年５月から 61年３月まで 

私が 20 歳になったため、母親が、私の国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を銀行で納付していたと母親から聞いている。申立

期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったため、その母親が申立人の国民年金の加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人

自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続等を行ったとするその母親は、国民年金の加入手続

時期及び保険料の納付方法等について、はっきり憶
おぼ

えていないと述べている

ことから、申立期間当時の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人が所持している年金手帳及び申立人の国民年金被保険者名簿

では、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 63 年２月とされ

ていることから、申立期間は、国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を

納付することができない期間である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人が 25 歳であった昭和

63 年２月ごろに払い出されていることが確認でき、申立人は、継続して同一

市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4316 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 11 月から 62 年２月までの期間及び平成２年５月から４

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 11月から 62年２月まで 

② 平成２年５月から４年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 60 年＊月ごろに、母親が、私の国民年金の加入

手続を行ったと思う。その後、母親が、私及び両親の３人分の国民年金保

険料を一緒に納付していたと思う。 

申立期間①及び②が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 60 年＊月ごろに、その母親が、申立人の国

民年金の加入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してい

たと主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付

に直接関与していない上、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするそ

の母親は、申立人の国民年金の加入手続、保険料の納付時期及び納付金額の

記憶が無いとしていることから、申立期間①及び②当時の国民年金の加入状

況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年９月に払い出されてい

ることが確認できることから、申立人の主張と一致しない上、申立人は、申

立期間①から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一区内に居住しており、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   さらに、申立人が初めて国民年金の被保険者となった時期は、平成６年１

月であることが、オンライン記録により確認できることから、申立期間①及

び②は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない



 

  

期間である。 

   加えて、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4317 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成３年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成３年 11月まで 

私は、昭和 63 年５月又は同年６月ごろ、国民年金への加入案内通知が送

付されてきたのをきっかけとして、私の母親に加入を強く勧められたこと

から、自宅近くの区役所で加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料

については、加入手続の際にその場で数か月分をまとめて納付し、その後

は３か月か半年ごとに納付書により区役所の担当窓口か自宅近くの金融機

関で納付しており、私が海外留学をしていた期間については、私の母親が

納付書により金融機関で納付していたはずである。申立期間が未加入で保

険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年５月又は同年６月ごろに自宅近くの区役所で国民年金

の加入手続を行い、その際、数か月分の国民年金保険料をまとめて窓口で納

付したと主張しているが、当時、同区役所では加入手続と同時に保険料を納

付することはできなかったことが確認できることから、申立内容と一致しな

い。 

   また、申立人は、納付書により国民年金保険料を納付したと主張している

が、申立人に対し、申立期間当時、国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡は見当たらず、申立期間は未加入期間であることから、保険料を納付する

ことができない期間であり、納付書は発行されなかったものと考えるのが自

然である。 

   さらに、申立人は、申立期間のうち海外留学をしていた期間について、そ

の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人

自身は保険料の納付に直接関与しておらず、母親は当該期間の保険料の納付



 

  

方法等について記憶が定かではないことから、保険料の納付状況が不明であ

る。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、源泉徴収票）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4318 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年１月から 59 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から 59年 12月まで 

私は、昭和 57 年１月に会社を退職し、同年５月に転居した後に就職した

会社が厚生年金保険の未適用事業所だったため、同年同月に区役所で国民

健康保険の加入手続及び厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。

申立期間の国民年金保険料については、月額１万円近くの金額を納付書に

より最寄りの金融機関で納付していたことを憶
おぼ

えている。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年５月に区役所で厚生年金保険から国民年金への切替手

続を行い金融機関で国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立

人は、国民年金の加入手続を行った際の記憶が定かではなく、保険料の納付

場所及び納付時期等についても記憶が定かではないことから、当時の国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、申立期間の保険料を

実際に納付した場合の金額と大きく相違している。 

   さらに、申立人は、昭和 57 年５月に厚生年金保険から国民年金への切替手

続を行ったと主張しているが、オンライン記録によると、申立期間について

は平成３年 10 月に未加入期間から未納期間に記録訂正されていることから、

それ以前の申立期間は未加入期間であり、保険料を納付することができない

期間であった。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4319 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 10 月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 40年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 37 年＊月ごろ、父親が「国民年金を納めてき

た。」と言って、私の国民年金手帳を見せてくれた。その後、結婚する前

の 42 年３月に、「４年間国民年金保険料を納めてあるから。」と同手帳を

渡してくれた。私は、姉からも、父親が、姉を 20 歳から国民年金に加入さ

せてくれ、当時、納税組合の組長が保険料を集金していたことを聞いてい

るのに、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が、申立人が 20 歳になった時、申立人の国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと述べているが、申立

人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与しておら

ず、申立人の加入手続及び同期間の保険料を納付したとするその父親も他界

しており、申立期間当時の加入状況及び納付状況は不明である。 

   また、申立人は、その父親が、昭和 37 年＊月ごろ、申立人の国民年金の加

入手続を行ってくれたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の

前後の任意加入者の資格取得日から、42 年１月ごろに加入手続をしたことが

推認されることから、申立内容と一致しない上、申立人は、申立期間から手

帳記号番号の払出時期を通じて同一町内に居住しており、申立人に、別の手

帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、その父親が、昭和 37 年＊月から、自宅に来ていた納税

組合の組長に、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと

述べているが、その父親が申立人の国民年金の加入手続を行ったと推認され

る 42 年１月の時点においては、申立期間の保険料を納付するには過年度納



 

  

付するほかないが、制度上、同納税組合で過年度保険料を集金することはで

きない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4320 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 11 月から７年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年 11月から７年８月まで 

平成６年＊月ごろ、私が 20 歳になったので、母親が市役所で私の国民年

金の加入手続を行ってくれた。 

申立期間当時、母親が、勤め先近くの銀行で、納付書に現金を添えて、

毎月１か月分の国民年金保険料を定期的に納付してくれた。 

私は、母親が国民年金保険料を納付したにもかかわらず、申立期間が未

納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、納付したとする

その母親は、毎月１か月分の保険料を定期的に納付したと述べているが、申

立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の被保険者の資格記録等から、申

立人の加入手続時期は平成８年４月前後と推測できることに加え、オンライ

ン記録では、申立期間後の７年９月の保険料を時効直前に過年度納付し、そ

れ以降の平成７年度の保険料もすべて過年度納付し、８年度の保険料につい

ては、その大半の保険料を現年度で一括納付していることから、その母親が

述べている保険料の納付状況と一致しない。 

   また、仮に、申立人の母親が述べているように、申立期間の国民年金保険

料を毎月、納付書により金融機関で定期的に納付していたとすると、10 か月

すべての電算化された納付記録が消失していることになり不自然である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4321 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年 10月 

私は、申立期間の国民年金保険料を、夫の銀行の預金口座からの振替に

より納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を、その夫の銀行の預金口座からの

振替により納付していたとしているが、その夫の預金口座の記録では、保険

料の振替が開始された時期は、平成 13 年 11 月であることが確認できる上、

申立人が申立期間当時居住していた市では、申立期間当時、保険料を口座振

替により収納する場合、当月分を当月中に振り替える収納方法を採っていた

ため、申立人の保険料が、その夫の銀行口座からの振替により納付されたの

は、申立期間直後の 13年 11月以降の分であると考えられる。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4322 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年 10月 

私は、申立期間の国民年金保険料を、私の銀行の預金口座からの振替に

より納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を、申立人の銀行の預金口座からの

振替により納付していたとしているが、申立人の預金口座の記録では、保険

料の振替が開始された時期は、平成 13 年 11 月であることが確認できる上、

申立人が申立期間当時居住していた市では、申立期間当時、保険料を口座振

替により収納する場合、当月分を当月中に振り替える収納方法を採っていた

ため、申立人の保険料が、申立人の銀行口座からの振替により納付されたの

は、申立期間直後の 13年 11月以降の分であると考えられる。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 4323 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年８月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年８月から 61年３月まで 

私は、昭和 55 年９月に市役所で入籍手続を行ったときに、併せて国民年

金の加入手続を行い、同日、金融機関において国民年金保険料の口座振替

の手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、結婚前の期間は

市役所の窓口で夫婦二人分をさかのぼってまとめて納付し、結婚後の口座

振替が開始されるまでの期間についても同市役所の窓口で納付したと思う。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続を行った昭和 55 年９月に、国民年金保険料

を 53 年８月までさかのぼってまとめて市役所の窓口で納付したと主張して

いるが、55 年当時、同市役所の窓口で過年度分の保険料を取り扱っていた事

情はうかがえないことから、申立人の主張と一致しない上、申立人と一緒に

保険料を納付していたとするその夫も、申立人と同様に 20 歳に達した月か

ら申立期間の終期までの保険料が未納となっている。 

   また、申立人が所持する確定申告を行う際に使用したとする概算表には、

昭和 56 年から平成３年までの社会保険料控除額の記載が見られるが、申立

期間に対応する昭和 56 年から 60 年までの期間において、夫婦二人分の実際

に必要となる国民年金保険料額よりも過少であること、及び昭和 61 年から

社会保険料額が大幅に増加していることを考え合わせると、申立人は、同年

４月から保険料を納付していたものと考えるのが合理的である。 

   さらに、申立人は昭和 55 年９月に入籍手続を行った際、併せて国民年金の

加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 61

年５月に払い出されていることが確認できる上、申立人は入籍後から現在に



 

  

至るまで同一市内に居住しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4324 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 51年３月まで 

私の父親は、私が 20 歳になったときに、私の国民年金の加入手続を行い、

私が結婚するまでの国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料に

ついては、私の母親から、主に納付書により郵便局で納付していたと聞い

ている。結婚する前に、父親から年金手帳を受け取ったが、結婚後、氏名

変更手続のために区役所に行ったとき、その年金手帳は回収され、新しい

年金手帳を発行してもらった。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときに、その父親が国民年金の加入手続を行い、

結婚するまでの国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は

国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民

年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとするその父親は

既に他界しており、その母親も高齢であるため当時の状況を確認することが

できないことから、申立期間についての国民年金の加入状況及び保険料の納

付状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間を通じて同一区内に居住しており、同一の行政

機関が長期間にわたり記録管理を続けて誤ることは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4325 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年７月から 62 年７月までの期間及び 63 年８月から平成２

年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 59年７月から 62年７月まで 

② 昭和 63年８月から平成２年１月まで 

私は、昭和 59 年７月及び 63 年８月に会社を退職した際、それぞれ区役

所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。申立期間①及び②

の国民年金保険料については、自宅に送付されてきた納付書により金融機

関で納付したはずである。申立期間①及び②の保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年７月及び 63 年８月に会社を退職した後、それぞれ区

役所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手

帳記号番号は、平成４年 12 月にその妻と連番で払い出されていることが確

認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人は、申立期間①及び②について、それぞれ国民年金への切替

手続を行ったとしているが、切替手続時の記憶が定かではないことから、申

立期間当時の国民年金の加入状況が不明である。 

   さらに、申立期間①及び②は、平成４年 12 月に申立人の国民年金手帳記号

番号が払い出された際、行政側が国民年金の被保険者資格をそれぞれの申立

期間までさかのぼって取得及び喪失させる事務処理を行ったものであり、当

時、当該期間は未加入期間であったことから、国民年金保険料を納付するこ

とができない期間であったものと考えられ、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4326 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年３月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年３月から 10年３月まで 

私は、詳細は憶
おぼ

えていないものの、20 歳到達後に友人と二人で区役所に

行き、国民年金の加入手続を行ったと思う。国民年金保険料については、

金額や納付方法などの詳細は憶
おぼ

えていないが、加入手続後、厚生年金保険

の適用事業所に就職するまでの期間は確かに納付していたはずであり、申

立期間が未加入で保険料を納付していないとされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳到達後に友人と二人で区役所に行き、国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付したと主張しているが、具体的な手続時期や

納付方法、金額等については記憶が曖昧
あいまい

であるとしていることから、国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間当初は、平成９年１月の基礎年金番号制度の導入よりも前

の時期であることから、国民年金の加入手続を行ったのであれば、その時期

に申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されているものと考えられるが、

申立人に手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡は見当た

らない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4327 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年９月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年９月から 61年３月まで 

私が 20 歳になった際に、父親が、私の国民年金の加入手続を行ってくれ

たと思う。申立期間の国民年金保険料については、私が、金融機関へ行き、

納付書でまとめて納付した。その後、私は、保険料を納付しなかった時期

があるが、申立期間の保険料については、納付したはずであり、申立期間

が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった際に、その父親が、申立人の国民年金の加入手続

を行ったと主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入手続に直接関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするその父親は、既に

亡くなっていることから、申立期間当時の加入状況は不明である上、申立人

の国民年金手帳記号番号は、昭和 63 年５月ごろに払い出されていることが

確認でき、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一

市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   また、申立人が所持している年金手帳では、申立人の国民年金の被保険者

資格取得時期は、昭和 62 年４月とされていることから、申立期間は国民年

金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人は、昭和 62 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料を

同年４月に納付していることが、申立人が所持する領収書から確認でき、同

期間の保険料額は、申立人がまとめて納付したとする金額とおおむね一致し

ているものの、仮に申立期間の保険料をまとめて納付していたとして計算し

た金額とは大きく相違していることから、申立人がまとめて納付したのは、



 

  

62年４月から 63年３月までの保険料であったと考えるのが合理的である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4328 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年５月、同年６月、43 年９月、同年 10 月、49 年 12 月、

52 年 10 月、平成８年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月及び同年６月 

② 昭和 43年９月及び同年 10月 

③ 昭和 49年 12月 

④ 昭和 52年 10月 

⑤ 平成８年４月及び同年５月 

申立期間①、②、③、④及び⑤の国民年金保険料が未納とされているが、

私は、当該期間の保険料を納付していると思うので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付していると

主張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付について、

全く憶
おぼ

えていないとしていることから、申立期間①、②、③及び④当時の国

民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である上、申立人が申立期間

①から④までを通じて居住していた市において、申立人の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらなかった。 

   また、申立人は、申立期間⑤について、その妻が、平成８年４月ごろに、

申立人の国民年金の加入手続を行い、当該期間の国民年金保険料を納付した

と述べているが、同年同月の資格取得及び同年６月の資格喪失の記録は、15

年 11 月に追加されていることが、オンライン記録により確認できることか

ら、申立期間⑤当時、申立人は、国民年金に未加入であったものと推認され、

その妻が申立期間⑤の保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立期間①、②、③、④及び⑤の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保



 

  

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら、申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4329 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 59年３月まで 

私は、昭和 57 年４月に夫の海外赴任に伴って出国することになったので、

区役所の出張所に出向いて、今後２年間の国民年金保険料を納付すること

ができない旨を相談したところ、職員から「その期間の保険料を前納する

ことができる。」と言われたので、２年分の保険料を納付し領収書をもら

ったにもかかわらず、申立期間が未加入で保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年４月に海外移住の届出を行った区役所の出張所で、２

年分の国民年金保険料の前納を行ったと主張しているが、保険料を２年分前

納することは制度上不可能であることから、申立人の主張は当時の制度と一

致しない。 

   また、海外在住邦人に対する国民年金の任意加入適用が開始されたのは昭

和 61 年４月であることから、申立期間当時、申立人は国民年金の適用除外

者であり、申立人の所持する年金手帳にも、57 年４月に被保険者資格を喪失

した記載があることから、申立期間は未加入期間で保険料を納付することが

できない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4330 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年４月及び同年５月 

私は、夫が会社を辞めたため、平成８年４月ごろに、市役所で国民年金

の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続及び夫の厚生年金

保険から国民年金への切替手続を行った。その後、私が、市役所内又は自

宅近くの銀行で、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が会社を辞めたため、平成８年４月ごろに、市役所で国

民年金の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続及びその夫の

厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、市役所内又は自宅近くの銀

行で、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を納付したと主張しているが、

申立人の同年同月の第１号被保険者資格の取得及び同年６月の資格喪失の記

録は、15 年 11 月に追加されていることが、オンライン記録により確認でき

ることから、申立期間当時、申立人は、第３号被保険者のままで第１号被保

険者の資格取得手続は行っていなかったものと推認され、申立人が申立期間

の保険料を納付していたとは考え難い。 

   また、申立人の夫の平成８年４月の資格取得及び同年６月の資格喪失の記

録は、15 年 11 月に追加されていることが、オンライン記録により確認でき

ることから、申立期間当時、申立人の夫について、国民年金の加入手続は行

われていなかったものと推認され、申立人が申立期間の夫婦二人分の国民年

金保険料を納付したとする主張の信憑
ぴょう

性は低い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら、申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4331 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年 11 月から４年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年 11月から４年４月まで 

平成３年か４年以降のいつかであったと思うが、母親が私の国民年金の

加入手続を区役所か、その出張所か、管轄の社会保険事務所(当時)のどこ

かで行ってくれたと思う。 

私の国民年金保険料については、加入後しばらくは、母親が納付書に現

金を添えて納付しており、いつごろであるかはっきりとしないが、滞納分

の保険料の納付書が二度送付されてきたので、申立期間の保険料の納付を

したということを母親から聞いたことがある。 

私は、申立期間の国民年金保険料が納付されているはずであるにもかか

わらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとするその母親は、

加入手続の時期や場所についての記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料を納付した時

期や場所を憶
おぼ

えていないと述べるなど、当時の国民年金の加入状況及び保険

料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の直前の手帳記号番号の被保険者の

国民年金第３号被保険者に該当することによる入力処理が行われた日から、

申立人の国民年金の加入手続時期は平成６年６月ごろであると推測され、申

立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一区内に居住し

ており、別の手帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当

たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4332 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年８月から 14 年 12 月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年８月から 14年 12月まで 

私は、60 歳に到達した平成 13 年＊月ごろに、町役場で国民年金の任意

加入手続を行った。 

平成 13 年２月から老齢基礎年金の繰上げ請求を行った月の前月の 14 年

12 月までの国民年金保険料については、定額保険料及び付加保険料を夫の

分と一緒に口座振替により納付していた。 

申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、60 歳に到達した平成 13 年＊月ごろに、町役場で国民年金の任

意加入手続を行ったと主張しているところ、申立人が所持する年金手帳には、

同年同月に国民年金の任意加入した記録は記載されておらず、申立人が国民

年金に任意加入した形跡がうかがえない上、オンライン記録でも、申立人が

申立期間当時国民年金に任意加入していた記録は見当たらないことから、申

立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

   また、申立人は、申立期間の定額保険料及び付加保険料を夫の分と一緒に

口座振替により納付していたと主張しているが、当該口座の平成 13 年１月

から 15 年３月までの取引記録を確認したところ、13 年７月までの定額保険

料及び付加保険料については、申立人は、その夫の分と一緒に口座振替によ

り納付していることが確認できるが、申立期間については、申立人の夫の定

額保険料及び付加保険料のみが、振り替えられていることが確認でき、申立

人の主張と一致しない。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、



 

  

同番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていることか

ら、同期間の記録管理が適切に行われていなかった可能性は低い。 

   加えて、申立人が申立期間の定額保険料及び付加保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の定額

保険料及び付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4333 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は、昭和 52 年３月に結婚したことを契機に、国民年金の加入手続を行

った。60 年４月に引っ越し、転入届を提出した際には、国民年金の住所変

更手続を行ったが、国民年金の資格喪失手続を行った記憶は無い。国民年

金保険料を夫の預金口座から振替で納付していたにもかかわらず、申立期

間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年４月に引っ越し、転入届を提出した際に、国民年金の

住所変更手続を行ったが、国民年金の資格喪失手続を行った記憶は無いと主

張しているが、申立人が所持する年金手帳には、申立人が同年同月に国民年

金の被保険者資格を喪失している記載が見られ、その記載に不自然な点は見

当たらないことから、申立人は同年同月に被保険者資格を喪失したものと推

認できるとともに、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険

料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、その夫の預金口座から口座振替で申立期間の国民年金保

険料を納付していたと主張しているが、その預金口座の取引明細書では、申

立期間の保険料が振り替えられた記録は確認ができなかった。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4334 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年２月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年２月から 58年３月まで 

私は、夫が自営業を始めるため昭和 58 年４月に会社を退職したので、そ

の後、間もなく市役所の行政センターで、夫婦一緒に国民年金の加入手続

を行った。その際、「２年前までさかのぼって、国民年金保険料を納付で

きます。」と聞いたので、数か月分をまとめて納付した記憶がある。未納

期間が無いように保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間が未加

入で保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年４月ごろに市役所の行政センターで国民年金の加入手

続を行い、その際、窓口の職員から、「２年前までさかのぼって、国民年金

保険料を納付できる。」と案内され、数か月分の保険料をまとめて納付した

と主張しているが、申立人は、過年度納付したとする保険料額について、記

憶が曖昧
あいまい

である上、本来、過年度納付による保険料の収納業務を行っていな

い行政センターで保険料を納付したと述べるなど、申立人の主張は当時の制

度と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年９月ごろに払い出され

ていることが確認できることから、申立期間の大半は国民年金の任意の未加

入期間であり、国民年金被保険者資格をさかのぼって取得することはできな

い上、申立人の所持する年金手帳に記載された被保険者資格取得日も、58 年

４月１日となっていることから、納付済みとなっている同年同月より前の申

立期間の国民年金保険料を納付することはできない期間で、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4335 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年 10月まで 

私が結婚したのを契機に、Ａ（職種）であった私の夫が昭和 49 年４月ご

ろ、市役所で国民年金の加入手続を行い、その夫が、市役所の中の金融機

関の窓口で、私の国民年金保険料を納付してくれたはずである。 

私の夫が申立期間の国民年金保険料を納付してくれたにもかかわらず、

申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとするその夫は、保

険料の金額及び納付方法に関する記憶が曖昧
あいまい

で、申立期間当時の保険料の納

付状況は不明である。 

   また、申立人は、昭和 49 年４月ごろ、その夫が申立人の国民年金の加入手

続を行ってくれたと主張しているが、申立人が所持する年金手帳及びオンラ

イン記録によると、50 年 11 月に国民年金に任意加入していることが確認で

きることに加え、申立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出され

るとは考えにくく、その形跡も見当たらないことから、申立期間は未加入期

間であり、保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4336 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年２月から 15 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年２月から 15年１月まで 

私は、平成 15 年１月に市役所の窓口で出産育児一時金の支給申請を行っ

た際に、未納期間の国民年金保険料を納付することが支給の条件であると

職員から指導を受け、国民年金の加入手続を行った。その後、送付されて

きた納付書を使って、金融機関で 14 万円前後の保険料を一括して納付して

おり、申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 15 年１月に市役所で出産育児一時金の支給申請を行った際

に、未納期間の国民年金保険料を納付することが支給の条件であると職員か

ら指導を受け、国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立期間当

時、市役所ではそのような指導を行っておらず、出産育児一時金は健康保険

の被保険者又は被扶養者であることが受給要件となっていることから、国民

年金ではなく、健康保険について指導を受けたと考えるのが合理的である。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、申立期間の実際の金

額と大幅に乖
かい

離している上、申立人の所持する年金手帳及びオンライン記録

でも国民年金に加入した形跡が見当たらないことから、申立期間は未加入期

間で、保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3971 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29 年６月 25 日から 31 年６月１日まで 

    私のＡ社における厚生年金保険被保険者記録が無いので、同社に確認

したところ、退職者名簿には記載されているが、年金の名簿には名前が

無いと言われた。同社が厚生年金保険の適用事業所になったのは、昭和

19 年４月１日からということであり、申立期間において被保険者であ

ったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管していた退職者名簿の記録から、申立人が申立期間のうち、

昭和 30 年５月 27 日から同年８月 12 日までの期間において同社に勤務し

ていたことは認められる。 

   しかし、Ａ社は、入社後、一定期間経過後に従業員を厚生年金保険に加

入させていたと回答しているところ、上記の退職者名簿に記載されている

14 名のうち、厚生年金保険に加入している６名は、入社後、短い者で約

２か月、長い者で約９か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

   また、Ａ社は、「当時のことを知っている者によると、厚生年金保険に

加入することを希望しない従業員もいたようだ。」と回答しており、これ

らのことから、同社では厚生年金保険について従業員ごとに取扱いが異な

っていたことがうかがえる。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる

給与明細書等を所持していない。 

   加えて、申立期間のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確

認したが、申立人の名前は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 



  

   このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3972（事案 942 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録について、訂正す

る必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から 12 年７月 31 日まで 

    私が、Ａ社の代表取締役として勤務していた期間のうち、平成７年１

月から 12 年７月までの期間の標準報酬月額が、当時受け取っていた給

与と比べて大幅に低い金額に減額訂正されている。 

    当該訂正について、納得いかないので元に戻してほしいと、第三者委

員会に申立てを行ったが、「記録を訂正する必要は認められない。」と

の回答であった。 

    しかし、標準報酬月額の減額について同意した覚えは無く、社会保険

事務所（当時）で勝手に年金記録を改ざんしたと考えられるので、再度

審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、申立人に係る

標準報酬月額が遡
そき

及
ゅう

して引き下げられていることが確認できるものの、申

立人は「印鑑を社会保険事務所の職員に渡し、書類の内容は知らないが、

その書類に捺印された。」旨述べている上、「申立期間当時、保険料を滞

納しており、そのことで社会保険事務所の職員と協議した。」旨述べてい

ることから、代表取締役として自らの標準報酬月額の減額について同意し

たものと考えるのが自然であり、代表取締役である申立人が自らの標準報

酬月額の減額処理に同意しながら当該処理が有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、平成 21 年７月 16 日付けで年金記録を訂正す

る必要は認められないとする通知が行われている。 

   申立人は、新たに申立期間当時の社会保険事務所の職員を特定して、

「標準報酬月額の減額に同意した覚えは無く、同事務所の職員が勝手に年



  

金記録を改ざんした。」との従来の主張を繰り返しているが、これは、委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに、

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3973 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 10 月 15 日から 37 年８月 11 日まで 

    私は、申立期間において、Ｂ社の所有船舶であった船舶Ａの船内にお

いてＣ職の見習として勤務していたが、船員保険の被保険者記録では、

当該期間の記録が欠落しており納得できない。当時の航路はＤ県のＥ地

区からＦ島であったと記憶しているので、調査して当該期間を船員保険

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＢ社の所有船舶であった船舶Ａの船内にお

いてＣ職の見習として勤務していたと述べている。 

   しかしながら、申立期間において船舶Ａに乗船していた同僚２名は、同

船舶にはＣ職はいなかった旨を供述している。 

   また、申立人は、船舶Ａに住み込んでいたと述べているが、上記の２名

は申立人を記憶していない。 

   さらに、申立人は、船舶Ａの船員数は４名ないし５名であったと述べて

いるが、上記の２名は８名程度であったと述べている。 

   加えて、船舶Ａが就航していた航路は、申立期間中の昭和 36 年８月１

日に、Ｂ社を吸収合併したＧ社に運航会社が変更になっているが、申立人

は運航会社の変更を記憶していない。 

   また、Ｇ社は、当時の資料が無く、申立人の在籍、申立てどおりの届出

及び保険料控除については不明と回答しており、申立人は、船舶Ａにおけ

る雇入契約の内容等を確認できる船員手帳や、当該期間における船員保険

料又は厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料を保管して

いない。 



  

   このほか、Ｂ社及びＧ社に係る船員保険被保険者名簿及び健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において申立人の氏名は確認できない上、整理番号

に欠番も無く、申立人の申立期間における船員保険料又は厚生年金保険料

の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3974 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年から 35 年まで 

             ② 昭和 59 年５月から同年 12 月まで 

    私は昭和 33 年から 35 年ごろまでの期間はＡ社、59 年５月から同年

12 月までの期間はＢ社に勤務していたが、その期間の厚生年金保険の

記録がすべて欠落している。 

    いずれも、社員募集の新聞広告には、社会保険完備と記載されていた

記憶があるので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が記憶していた事業主の氏名が、Ａ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されていることから、期間は

特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、上記の被保険者名簿から抽出した 12 名に照会したところ７名

から回答があったものの、事業主を含め申立人を記憶している者はおらず、

申立人の勤務期間を特定することができない。 

   また、申立人はＡ社において、Ｃ業務に従事し、給与は固定給と歩合給

からなっていたとしているところ、申立期間①当時に社会保険及び経理業

務を担当していた元役員は、当時、歩合給のある社員は社会保険には加入

させていなかった旨を供述している。 

   さらに、申立人が記憶する申立人と同様の業務に従事していた７名の同

僚は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者となっていない。 

   申立期間②について、Ｂ社の商業登記簿謄本において、申立人が記憶し

ていた同社の事業主と同姓の者が代表取締役として登記されていることか



  

ら、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ社は、オンライン記録では、当該期間において厚生年金保険

の適用事業所となっていない。 

   また、Ｂ社は既に解散しており、事業主及び同僚の連絡先が不明のため、

当時の状況を聴取できない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を

うかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3975（事案 120 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年２月から 40 年６月１日まで 

    当初のＡ社に係る申立ての第三者委員会の結論の中で、雇用保険の記

録から勤務実態は確認できるとしながら、Ｂ国民健康保険組合への加入

は確認できないとしているが、入社時に保険証が交付され、昭和 39 年

夏には、私は会社を代表して同健康保険組合直営病院の記念式典にも出

席している。また、同健康保険組合の第１種組合員は、月給者で厚生年

金保険の被保険者であることとされていた。当時、家族もあり、健康保

険及び厚生年金保険の適用の無い会社で勤務することは考えられないた

め、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る申立てについては、同社が申立期間において、厚生

年金保険の適用事業所となっていないこと、当時の資料を確認することが

できず事業主及び元社員から証言を得ることができないことから、申立て

に係る勤務実態及び給与からの保険料控除を確認することはできないこと

により、年金記録の訂正は必要ないとして、既に当委員会の決定に基づき

平成 20 年７月 17 日付けで通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、Ａ社が加入していたＢ国民健康保険

組合の第１種被保険者は、厚生年金保険の被保険者であることが加入要件

とされていたと主張しているが、同社に係る事業所別被保険者名簿から、

同社は昭和 38 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなったこ

とが確認でき、その理由欄には、「組合加入」（Ｃ組合）の記載が訂正さ

れ、厚生年金保険の適用事業所ではなくなったことを意味する「全喪」と

記載されていることが確認できる。 



  

   また、Ｂ国民健康保険組合は、現在の第１種組合員の加入要件について

は、健康保険被保険者適用除外の申請をした厚生年金保険の加入者である

としているが、申立期間当時の加入要件については不明であると回答して

いる。 

   このほかに、申立人から保険料控除を示す新たな資料提出や周辺事情も

無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3976 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年１月から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 63 年から平成３年まで 

             ③ 平成３年から４年まで 

             ④ 平成４年から９年まで 

    私は、申立期間①から④までの各事業所で正社員として勤務していた。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、当時の状況を具体的に供述しているこ

とから、期間は特定できないものの、Ａ社に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかしながら、Ａ社は、「当時の退職者名簿及び被保険者名簿を確認し

たが、申立人の名前は見当たらない。当社の正社員であれば、入社と同時

に社会保険に加入させているはずである。」と回答している。 

   また、申立人は、現場作業に従事していたとしているところ、Ａ社は、

「当社の社員の仕事は、現場の管理監督であり、現場作業に従事すること

はない。」としている。 

   さらに、申立人が、「同じ業務をしていた。」とする同郷の二人につい

ても、当該期間に係る厚生年金保険被保険者記録は無い。 

   申立期間②について、申立人は、Ｂ社に正社員として勤務していたとし

て、当時の社員旅行の写真を提出している。 

   しかしながら、Ｂ社は、「当該写真は、当社の社員旅行ではなく、当社

の協力会の旅行である。協力会というのは、当社の業務を請け負う協力業

者の集まりである。当時の工事リストによると、申立人は、昭和 63 年８



  

月ごろから平成３年ごろまで、一人親方として、当社の業務を請け負って

いたことが確認できる。」と回答している。 

   また、当該協力会の会長は、「Ｂ社の協力会のメンバーが、同社におい

て厚生年金保険に加入することは、通常では考えられない。それぞれ、自

分で国民年金に加入している。」と証言している。 

   申立期間③について、当時の同僚の証言から、期間は特定できないもの

の、申立人がＣ社の業務に従事していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該同僚は、「申立人は、Ｃ社の業務を請け負う一人親

方であった。同社の社員ではないため、厚生年金保険には加入していなか

ったと思う。」としている。 

   また、Ｃ社は、「当社の社員であれば、入社と同時に社会保険に加入さ

せているが、当時の社員名簿及び被保険者資格取得届の控えの中に申立人

の名前は見当たらない。」と回答している。 

   申立期間④について、複数の同僚の証言から、期間は特定できないもの

の、申立人が、Ｄ社の業務に従事していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｄ社は、「当時の資料等は残っていないが、申立人は、

一人親方として当社の業務を請け負っていたという記憶がある。一人親方

は当社の社員ではないため、厚生年金保険には加入させていない。」と回

答している。 

   また、オンライン記録により、申立人は、申立期間②から④までのうち、

平成元年４月から９年 12 月までの期間、国民年金保険料を納付している

ことが確認できる。 

   このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる関連資料や周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3977（事案 1601 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年７月１日から 26 年４月７日まで 

             ② 昭和 26 年７月１日から 27 年２月７日まで 

    当初のＡ渉外労務管理事務所に係る申立てでは、昭和 25 年７月１日

から勤務した事業所はＢ社であるとしたが、その後、同社には 27 年２

月７日に入社したことが分かった。私は 24 年４月１日から同社に入社

するまではＡ渉外労務管理事務所が管轄するＥ所で継続して勤務してい

たが、25 年７月１日から 26 年４月７日までの期間及び同年７月１日か

ら 27 年２月７日までの期間が厚生年金保険の被保険者期間となってい

ないことに納得がいかない。再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ渉外労務管理事務所に係る申立てについては、Ｃ防衛事務所

及びＤ防衛事務所において、申立人のＡ渉外労務管理事務所における勤務

実態の確認ができないこと、並びに同渉外労務管理事務所に係る「被保険

者カード」及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立人の申立期間に

係る被保険者記録は確認できず、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳

においても、当該期間の被保険者記録が確認できないことから、年金記録

の訂正は必要ないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 11 月

19 日付けで通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は申立期間①及び②について、当初Ｂ社

に勤務していたとしていたが、その後、Ｅ所で勤務していたことが分かっ

たと述べていることから、当時駐留軍に勤務していた従業員の労務管理を

行っていたＡ渉外労務管理事務所における申立人の在籍記録をＣ防衛事務

所及びＤ防衛事務所に改めて問い合わせたが、両事務所共に資料を保管し



  

ておらず、申立人の申立期間に係る在籍については不明であると回答して

いる。 

   また、年金事務所が保管する「被保険者カード」に記載されている申立

人の被保険者期間はオンライン記録と一致しており、申立人に係る厚生年

金保険被保険者台帳及びＡ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿を再度確認したが、申立人の当該申立期間に係る厚生年金

保険被保険者記録は確認できない。 

   さらに、申立人はＡ渉外労務管理事務所の管理するＥ所で一緒に働いた

職場の同僚の名前を覚えていないことから、申立人の申立期間における勤

務実態について確認することができない。 

   なお、申立期間②は、駐留軍従業員のうち非軍事的業務に使用されるに

至った者の被保険者資格については、昭和 26 年７月３日保発第 51 号厚生

省保険局長から各都道府県知事あて通知「連合国要員のうち非軍事的業務

に使用されるに至った者の被保険者資格」に基づき、同年７月１日から、

駐留軍労働者は、雇用関係の切替えによって政府直傭使用人としての身分

を喪失し、ＰＸを除く、非軍事的業務に使用される者についての厚生年金

保険の適用は、各駐留軍施設が任意で選択するものとされている期間であ

る。 

   このほかに、申立人から保険料控除を示す新たな資料提出や周辺事情も

無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3978 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 12 月１日から 46 年１月１日まで 

    私は、昭和 34 年４月から平成 12 年３月まで、Ａ社及び同社の関係会

社各社でＣ職の仕事をしていた。 

    オンライン記録では、Ａ社から関係会社のＢ社に移った当初の記録が

欠落しているが、継続して勤務していたため、調査の上、記録がつなが

るように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する人事記録及び複数の同僚の証言から、申立人が、申立期

間にＢ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 46 年１月１日であり、申立期間は適用事業所では

なかったことが確認できる。 

   また、申立人は、「同時期に、上司と二人でＢ社に移った。」としてい

るところ、Ａ社は、「二人とも、当社を退職してＢ社に移籍したのであり、

申立期間においては当社と使用関係は無かった。」旨の回答をしており、

当該同僚についても、オンライン記録において、Ａ社での資格喪失日及び

Ｂ社での資格取得日は、申立人と同日となっていることが確認できる。 

   さらに、Ｂ社において経理を担当していたとする者は、「当時のことは

覚えていない。」旨を述べている。 

   加えて、オンライン記録において、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所と

なった昭和 46 年１月１日に申立人のほかに 18 人が資格を取得しており、

このうち 15 名は、同社での被保険者資格を取得する直前にＡ社の関連会

社と思われる事業所で被保険者であったと思われる者であり、申立人と同



  

様、Ｂ社で資格を取得する前に１か月の空白があることが確認できる。 

   このほか、申立期間について、申立人の厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3979（事案 120 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 38 年 11 月から 39 年１月まで 

    厚生年金保険被保険者記録では、Ａ社Ｂ支店に係るＣ作業所で勤務し

ていた期間の一部及びＤ作業所で勤務していた期間が被保険者期間とな

っていない。昭和 36 年５月から 37 年 12 月まではＣ作業所で継続して

現場採用の事務員として勤務していたが、38 年豪雪により一時休業が

あり、公共職業安定所から失業給付を受給した。その後、同年４月に工

事が再開したため、同作業所に再雇用となり、同作業所の工事が完了し

た同年 10 月まで勤務していた。その後、同作業所の工事完了に伴い現

場代理人が転勤となったため、ほかの幹部作業員と共にＤ作業所に異動

した。 

    現場事務所は違っても、Ａ社Ｂ支店管轄の作業所に勤務していたため、

申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る申立てについては、Ｅ社が申立期間において、

厚生年金保険の適用事業所となっていないこと、当時の資料を確認するこ

とができず事業主及び元社員から証言を得ることができないことから、申

立てに係る勤務実態及び給与からの保険料控除を確認することはできない

ことにより、年金記録の訂正は必要ないとして、既に当委員会の決定に基

づき平成 20 年７月 17 日付けで通知が行われている。 

   今回、申立人は新たに、申立期間においてＥ社ではなく、申立期間①に

ついてはＡ社Ｂ支店Ｃ作業所、申立期間②については同社Ｂ支店Ｄ作業所

において現場採用の事務員として、自身の伯父である親方の下で勤務して



  

いたと述べているところ、当該期間における同社Ｂ支店に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に、当該親方の厚生年金保険被保険者記録が確認

できることから、申立人が、期間は特定できないものの、同社Ｂ支店で勤

務していたことはうかがえる。 

   しかし、Ａ社Ｂ支店は、「昭和 36 年から 38 年までの期間の社員名簿に

申立人の氏名は無く、申立期間当時の関係資料は保管していないため、申

立人に係る勤務実態及び給与からの厚生年金保険料の控除については不明

である。」と回答している上、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を

記憶していないため、申立てに係る証言を得ることができず、申立てに係

る勤務実態を確認することはできない。 

   また、Ａ社Ｂ支店は、「申立期間当時、正社員ではない現地採用社員の

一部に厚生年金保険に加入していた者がいたことは承知しているが、加入

条件等の基準は資料が無いため不明である。」と回答している。 

   さらに、Ａ社Ｂ支店において申立期間当時に被保険者記録がある者で、

連絡の取れた二人のうち申立人と同様に元現場採用の事務員であった一人

は、「冬場は積雪のため一時解雇となり失業給付を受け、春になると同じ

現場で再雇用されることが度々あったが、勤務期間の一部は被保険者記録

となっていない。」と述べ、別の一人は、「現場採用社員の２年間は厚生

年金保険に加入できず、正社員になってから加入した。」と述べていると

ころ、申立人は、「現場採用の事務員は、現場事務所長又は労務安全担当

社員の判断により、厚生年金保険に加入できた。」と述べていることから、

当時、同社Ｂ支店では、現場採用社員について、現場の作業所において社

会保険に係る権限のある社員の判断により厚生年金保険の適用の取扱いに

違いがあったことが考えられる。 

   加えて、申立期間において、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票に、申立人の氏名は確認できず、整理番号の欠番も無い。 

   このほかに、申立人から保険料控除を示す新たな資料提出や周辺事情も

無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3980 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月から 53 年８月まで 

    私は、Ａ社に昭和 47 年８月に入社し、事務員として 53 年８月まで継

続して勤務していた。給料から厚生年金保険料が引かれていたと思うの

で調査してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主及び同僚の証言から、在籍していた期間は特定できないが、申立

人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主は、「申立期間当時、パート勤務者は、厚生年金保険に

は加入させていない。申立人については、ご主人がＢ社に勤務しており、

その扶養家族になっていたことから、当社の社会保険には加入させなかっ

た。」と回答している。 

   また、申立人が前任者であったと供述する同僚は、Ａ社において厚生年

金保険の被保険者記録が無い上、申立人が名前を挙げた同僚のうち２名に

ついても、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できないこと

から、申立期間当時、同社は厚生年金保険の加入について、従業員ごとに

取扱いが異なっていたことがうかがえる。 

   さらに、Ａ社は昭和 51 年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、申立期間のうち、同年 11 月 30 日から 53 年８月までは適

用事業所であったとする記録は無い。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠

番は無く、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年２月から同年４月まで 

             ② 昭和 41 年９月から 42 年７月まで 

    申立期間①は、Ａ社でＢ職として同社の寮から車で 10 分か 15 分ぐら

い行ったところの事業所に勤務しており、申立期間②は、Ｃ市Ｄ町にあ

ったＥ社（現在は、Ｆ社）の営業所にＧ職として勤務していたが、両社

での厚生年金保険の被保険者記録が無い。調査の上、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社のＨにあった寮から車で 10 分か

ら 15 分ぐらい行ったところの事業所で、Ｂ職として勤務していたと述べ

ている。 

   しかし、Ａ社は、同社が保管している被保険者台帳に申立人の名前が無

く、在籍を確認できないと回答している上、同社が加入するＩ健康保険組

合も、当時の被保険者台帳に申立人の加入記録は無いと回答していること

から、申立人の申立期間①に係る勤務実態を確認できない。 

   また、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、証言を得るこ

とができない。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の名前

は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   申立期間②について、申立人は、当時の勤務地及び勤務状況を詳細に記

憶していることから、期間は特定できないものの、Ｅ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかし、Ｅ社から営業譲渡されたＦ社は、「Ｅ社とは、全く別の会社に



  

なり、当時の資料は引き継いでいない。」と回答しており、申立人の申立

期間②当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、Ｊ連合会は、申立人に係る厚生年金基金の加入記録を、同連合会

において管理していないと回答している。 

   さらに、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人が名前を挙げた同僚の名前は確認できない上、複数の元社員が、「同社

では３か月から５か月の試用期間があった。」と証言している一方で、別

の元社員は、「入社から被保険者資格取得までに、18 か月間の差異があ

る。」と証言していることから、同社では厚生年金保険の加入について従

業員ごとに異なる取扱いをしていたことがうかがわれる。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細

書等の資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 3982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月１日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 20 年 12 月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、63 年６月

末に退職するまで、同社及びその関連会社であるＣ社に継続して勤務し

ていた。しかし、62 年６月１日から同年７月１日までの期間が厚生年

金保険の被保険者期間となっていない。この時期は、Ｃ社からＡ社への

異動の時と思われる。当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   商業登記簿謄本及びＢ社が提出した営業報告書から、申立人が昭和 62

年５月 28 日にＣ社に係る代表取締役を退任し、同年６月 26 日にＡ社に係

る監査役に就任したことが確認できる。 

   申立期間において、申立人がＣ社及びＡ社のいずれの会社に所属してい

たかを確認できる人事記録等は残っていないが、申立人が保管している家

計簿の収入額及び記載内容から、申立人は昭和 62 年６月 30 日までＣ社に

勤務していたものと認められる。 

   しかし、申立人の提出した家計簿に記載されている昭和 62 年６月の収

入額は、同年５月以前と比較してほぼ１か月分の社会保険料に相当する額

が多くなっていることから、当該給与からは社会保険料の控除が無かった

ことがうかがえる。また、当該家計簿には、同年５月の社会保険料が同年

６月の給与から控除されておらず、別途、会社に支払った旨の記載があり、

申立人はその領収書を所持しているが、同年６月の社会保険料については、

領収書も無い。 

   さらに、Ｂ社の総務担当者は、昭和 62 年６月 26 日に監査役に就任した



  

場合の同年６月分の給与の支払及び厚生年金保険料控除の状況について、

「６月末の株主総会で役員に選任されたとしても、実際の勤務開始及び給

与の支給対象期間は、７月１日からになるのが通常である。また、７月か

ら勤務を開始し、厚生年金保険の加入について７月からの資格取得に係る

届出を行っている場合には、翌月控除を採用していることから７月の給与

支払い時には保険料を控除しないことになる。」と回答している。これを

基に、申立人が所持している家計簿の収入額についてみると、同年７月分

の収入額は、同年８月以後と比べ、おおむね社会保険料に相当する金額が

多くなっていることから、Ｃ社では申立期間に係る同年６月の厚生年金保

険料の控除を行っていなかったものと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から３年８月 31 日まで 

    社会保険事務所（当時）の記録では、申立期間の標準報酬月額は８万

円となっているが、その当時の月給は 100 万円ほどであり、また、標準

報酬月額の引き下げについては何も知らされていなかったので、当初の

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録においては、当初、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の標準報酬月額は、申立人が主張する 47 万円と記録されていたところ、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成３年 11 月

１日）の後の同年 12 月 24 日付けで８万円に引き下げられていることが確

認できる。 

   しかし、申立人は、申立期間当時Ａ社の代表取締役として同社に在籍し

ていたことが、オンライン記録や同社の法人登記簿謄本により確認できる。 

   また、申立人は、標準報酬月額の訂正の届出については記憶が無いとし

ているものの、「申立期間当時、手形詐欺に遭い、資金繰りが厳しかっ

た。」と述べている上、Ａ社における経理や社会保険の届出等の事務は、

すべて自身が行っていたと供述していることから、申立人が当該標準報酬

月額の減額処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役である申立人が

自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、その処理が有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年 10 月から 43 年７月まで 

             ② 昭和 55 年 10 月から 56 年８月まで 

             ③ 昭和 56 年 10 月から 57 年４月１日まで 

             ④ 平成元年２月から２年９月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

昭和 42 年 10 月から 43 年７月まで勤務していたＡ社と、55 年 10 月か

ら 56 年８月まで勤務していたＢ社での記録が無かった。また、Ｃ社の

加入記録では同年 10 月から 57 年４月１日までと、平成元年２月から２

年９月１日までの記録が欠落している。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は当該期間にＡ社に勤務していたと述べて

いる。 

   しかし、Ａ社に係るオンライン記録から当該期間に加入記録のある同僚

に照会したが、申立人が勤務していたことを記憶する者はおらず、申立人

も同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における勤務実態

を確認できない。 

   また、Ａ社は、当該期間において申立人が勤務していたか不明としてい

る上、雇用保険の記録においても、当該期間の加入記録は確認できない。 

   さらに、申立人はＡ社の従業員数は 30 名ぐらいであったと述べている

が、オンライン記録によると、当該期間当時の被保険者数はおよそ９名で

あり、当該期間当時、同社では、すべての従業員が厚生年金保険に加入し

ていたわけではなかったことがうかがわれる。 



  

   申立期間②について、申立人は当該期間にＢ社に勤務していたと述べて

いる。 

   しかし、Ｂ社に係るオンライン記録から当該期間に加入記録のある同僚

に照会したが、申立人が勤務していたことを記憶する者はおらず、申立人

も同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における勤務実態

を確認できない。 

   また、Ｂ社は、当該期間において申立人が勤務していたか不明としてい

る上、雇用保険の記録においても、当該期間の加入記録は確認できない。 

   さらに、申立人はＢ社の従業員数は 20 名ぐらいであったと述べている

が、オンライン記録によると、当該期間当時の被保険者数はおよそ６名で

あり、当該期間当時、同社では、すべての従業員が厚生年金保険に加入し

ていたわけではなかったことがうかがわれる。 

   申立期間③及び④については、申立人は当該期間にＣ社に勤務していた

と述べており、そのうち申立期間③については、雇用保険の記録から同社

に勤務していたことが認められるが、申立期間④については、雇用保険の

記録と厚生年金保険の記録は一致している。 

   また、Ｃ社は、｢申立期間③において、申立人はアルバイトであり、雇

用保険にのみ加入させ、厚生年金保険には加入させていなかった。さらに、

申立期間④当時は、アルバイトでも雇用保険に加入させていた。申立人は、

雇用保険にも加入していないことから、当社には、勤務していなかったと

思われる。｣と回答している。 

   加えて、申立期間③及び④において、Ｃ社は、Ｄ厚生年金基金に加入し

ているが、当該期間において、申立人は、同厚生年金基金に加入した記録

は無く、これは、厚生年金保険の記録と一致している。 

   このほか、申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控除に係る

事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から④までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3985 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年９月 10 日から 23 年１月 20 日まで 

    私がねんきん特別便の記録を確認したところ、申立期間に勤務してい

たＡ社の記録が無いことから、Ｂ社会保険事務所（当時）に調べてもら

ったが、脱退手当金として既に支給済みとなっていた。しかし、当時、

私は脱退手当金の制度も知らない上、支給を受けた覚えも無いので申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページ及びその前後５ページに記載されている被保険者のうち、申立人

の資格喪失日（昭和 23 年１月 20 日）の前後２年以内に資格を喪失し、同

社を最終事業所とする短期脱退手当金の受給要件を満たしている 15 名の

記録を確認したところ、申立人を含む８名について脱退手当金の支給記録

があり、８名全員が資格喪失日から５か月以内に支給決定がなされており、

そのうち１名は昭和 23 年１月 20 日に事業所は一度閉鎖したが、その閉鎖

に合わせ会社から脱退手当金についての説明があり、代理請求により受給

した旨の証言をしていることを踏まえると、申立人についてもその委任に

基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 23 年２

月 21 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年４月１日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 28 年 12 月１日から 30 年６月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 26 年４月１日から同年 12 月１

日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。私は、23 年 11 月

に同社に入社し、26 年 11 月末に退職するまで同社Ｂ事務所で継続して

勤務していた。 

    また、Ｃ社（後にＤ社に商号変更）で勤務していた期間の厚生年金保

険の被保険者記録が無い。私は、昭和 28 年 12 月１日に同社に入社し、

30 年５月末に退職するまで継続して勤務していた。申立期間について

調査をして厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は昭和 23 年 11 月から 26 年 11 月末日まで

継続してＡ社Ｂ事務所で勤務していたと述べている。 

   しかし、Ａ社は昭和 26 年３月に解散し、同年４月から民営化されて現

存していない上、当時の事業主は不明なため、申立人の同社における勤務

実態等を確認することができない。 

   また、申立人はＡ社で一緒に働いていた同僚の名前を覚えていないこと

から、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が

あり、連絡先の判明した 18 名に申立人の申立期間当時の勤務実態につい

て文書で問い合わせたところ７名から回答があり、このうち１名は、「申

立人のことを知っているが、申立人がＡ社を退職した時期については不明

であり、同社が解散し民営化になったころ以後に申立人が同社にいたかど

うかは不明である。」と回答しており、ほかの６名は、「申立人とは別の



  

事業所であったため、申立人のことは知らない。」と回答している。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の被保険者資格取得日が昭和 23 年 11 月１日、資格喪失日が 26 年４月

１日となっていることが確認できる以外に、申立期間に係る同社での厚生

年金保険被保険者記録を確認できない。 

   申立期間②について、申立人は昭和 28 年 12 月１日から 30 年６月１日

まで継続してＣ社で勤務していたと述べているところ、Ｄ社Ｅ事業所にお

いて厚生年金保険被保険者記録のある申立人の弟は、「申立人はＤ社で働

いていたが、申立人は本社勤務であった思う。申立人は出張で度々同社Ｅ

事業所に来ていた。」と証言していることから、期間は特定できないもの

の、申立人が同社で勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｃ社及びＤ社の事業所名では厚生年

金保険の適用事業所となっておらず、Ｄ社Ｅ事業所のみが適用事業所とな

っていることが確認できる。 

   また、商業登記簿謄本においてもＣ社及びＤ社の所在を確認できない上、

同社の事業主の連絡先も不明であることから、申立人の同社における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、Ｄ社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の氏名は無く、健康保険証番号に欠番も無い。 

   加えて、申立人はＣ社で一緒に働いていた同僚の名前を覚えておらず、

Ｄ社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者

記録があり、連絡先の判明した２名に申立人の当該期間における勤務実態

について文書で問い合わせたところ、１名から回答があったものの、申立

人のことは知らないと回答している。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関係

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 12 月ごろから 50 年７月４日まで 

    公共職業安定所の紹介で、Ａ社（現在は、Ｂ社）に入社した。入社日

は、昭和 49 年 12 月か翌年１月か明確な記憶は無いが、寒い時期だった

記憶はある。その後、50 年９月 10 日まで勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者期間が２か月間ではないはずである。調査の上、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が名を挙げた同僚２名の証言から、期間は特定できないものの、

申立人が申立期間のうちの一部期間においてＡ社に勤務していたことはう

かがえる。 

   しかし、Ａ社は申立期間当時の資料を保管していないと回答しているこ

とから、当該期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できない。 

   また、上記の同僚の一人は、Ａ社には試用期間があったと思うと供述し

ている上、自身の厚生年金保険被保険者期間も、勤務していた期間よりも

短いと供述している。 

   さらに、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書から、申立人は、同社において昭和 50 年７月４日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得し、同年９月 11 日に同資格を喪失しているこ

とが確認できる上、申立人の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票の記録と一致していることが確認でき、雇用保険の被保険者期間（昭和

50 年７月 14 日から同年９月 10 日まで）ともほぼ一致している。 



  

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細

書等の資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 3988 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 11 月 15 日から 45 年３月１日まで 

    私は、申立期間について、Ａ社Ｂ支店でＣ職員として勤務していた。 

    しかし、この期間が厚生年金保険被保険者期間となっていない。申立

期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人が、Ａ社Ｂ

支店に勤務していたことは推認できる。 

   また、オンライン記録において、Ａ社Ｂ支店が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 47 年 11 月１日であり、申立期間については適用事業

所ではないが、複数の同僚の証言から、同社Ｂ支店が厚生年金保険の適用

事業所となる前は、同社Ｂ支店に勤務していた従業員は同社（本社）にお

いて厚生年金保険の被保険者となっていたことが確認できる。 

   しかしながら、複数の同僚が、「当時、入社後２か月間から３か月間の

試用期間があり、その期間については、給与から厚生年金保険料を控除さ

れていなかった。」と供述している。 

   また、申立人と同様の仕事をしていたとする同僚は、「当時、社会保険

への加入については、全員が同じ扱いではなかった。試用期間が終わると、

社長と話合いがあり、給与の形態を固定給にするか歩合給にするか、社会

保険に加入するかどうか、などを個別に決めていたように思う。」と供述

している。 

   さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

事業主の連絡先も不明のため、申立人の厚生年金保険料控除について供述

を得ることができない上、申立人も、当時の保険料控除について確認でき



  

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間について、申立人の厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年９月 21 日から 37 年８月１日まで 

    私は、大学の先生の紹介でＡ社に昭和 36 年９月 21 日から 37 年８月

１日までＢ職として勤務していたが、その期間のすべてについて厚生年

金保険の記録が無い。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、Ａ社で厚生年金保険の被保険者記録のある同僚は、「私はＡ社

に昭和 35 年４月から勤め始めたが厚生年金保険の記録は 36 年８月１日か

らしかない。私の主人も同社で同年７月から 37 年５月ごろまで働いてい

たのに厚生年金保険の記録は無い。」と述べている上、ほかの同僚は、

「Ａ社で２年間ぐらいは働いたのに 36 年８月１日以降の２か月間しか厚

生年金保険の記録が無い。」と述べており、同社では社員を入社と同時に

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申

立期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。      

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3990 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 11 月１日から 30 年 12 月 31 日まで  

    年金記録の確認のため、社会保険事務所（当時）を訪問したところ、

昭和 20 年 11 月から 30 年 12 月まで勤務していたＡ社の厚生年金保険被

保険者期間は脱退手当金支給済みである旨の回答であった。脱退手当金

どころか退職金ももらっていないのでこの期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページ及び後５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日（昭和 30 年 12 月 31 日）の前後２年以内に資格

を喪失し、脱退手当金の受給資格のある者は 19 名おり、うち支給記録が

確認できる者は申立人を含め 10 名であり、その全員が当該事業所の資格

喪失日から約２か月以内に支給されている上、申立人と同日に資格を喪失

した同僚３名は申立人と同一日に脱退手当金が支給されていることから、

申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能

性が高いものと考えられる。 

   また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険

給付欄には、脱退手当金の支給記録が確認できる上、申立期間の脱退手当

金は、支給月数及び支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 31 年２月９日に支給

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人は受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらないとともに、申立期間の脱

退手当金の支給時期が通算年金制度創設前であったことを勘案すると、申



  

立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3991 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年６月１日から 31 年２月１日まで 

             ② 昭和 31 年２月１日から同年８月 25 日まで 

             ③ 昭和 32 年２月 21 日から同年 12 月１日まで 

    私の年金記録を調べたところ、結婚のため退職したＡ社を含む３社分

の加入期間について、既に脱退手当金として支給された記録となってい

た。 

    しかし、当時の私は脱退手当金の制度も知らず、請求した覚えも無く、

退職金や失業給付をもらった覚えは無い。納得がいかないので、当該期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の厚生

年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間である３回の被保

険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保

険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異

なっているものと考えるのが自然である。 

   また、当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被

保険者期間が無ければ年金を受給することができなかったため、Ａ社を退

職後、昭和 47 年６月１日に至るまで、厚生年金保険への加入歴が無い申

立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年７月１日から 36 年３月 11 日まで 

             ② 昭和 36 年９月 26 日から 39 年５月 21 日まで 

    60 歳になり社会保険事務所（当時）で、年金受給の手続をした時に、

昭和 35 年７月から 39 年５月までのうちの 43 か月の厚生年金保険は脱

退手当金として支給済みであるということを初めて知った。 

    その後、社会保険事務所の職員から、Ａ社に勤務していた期間につい

ては年金記録が見付かったので、脱退手当金支給済みの期間は 40 か月

である、ということを聞き社会保険事務所の対応に不信感を持った。 

    また、一番初めに勤務したＢ社の期間についても脱退手当金を受けて

おらず、Ｃ社とＤ社の勤務期間だけが脱退手当金を支給済みであるとい

うことも納得がいかない。 

    私は脱退手当金を受給する手続も受給もしていないので、調査し、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿か

ら、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39 年５月 21 日

の前後２年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たしている女性

被保険者 21 名について脱退手当金の支給記録を調査したところ、12 名に

脱退手当金の支給記録が確認でき、うち６名が資格喪失日から８か月以内

に脱退手当金が支給決定されている。 

   また、上記に該当する者で連絡が取れた者のうち１名は、「会社から脱

退手当金制度に関する説明を受け、会社で手続をしてもらい受給した。」

としており、もう１名は、「夫も同じ会社に勤めていたので、退職後でも



  

会社で手続をしてもらうことができ受給したと思う。総務担当者は、一時

金をもらう人が多いと言っていた。」と証言していることから、申立人に

ついてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高い

ものと考えられる。 

   さらに、脱退手当金支給額はオンライン記録と一致している上、計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和 39 年７月 23 日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3993 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、Ａ社に平成 11 年 11 月１日に入社し、12 年３月 31 日まで在職

していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録では被保険者資

格の喪失日が同年３月 31 日になっている。調査の上、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 12 年３月 31 日までＡ社に勤務していたと述べている。 

   しかし、雇用保険の加入記録により、申立人は平成 12 年３月 30 日にＡ

社を退職していることが確認できる。 

   また、Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人の給与から平成 12

年３月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   さらに、申立期間当時の給与担当者は、「申立人が平成 12 年３月 30 日

に退職することから、同年３月は厚生年金保険の被保険者期間とはならな

いため、同年３月の厚生年金保険料は給与から控除されることはないと説

明した。」と証言している。 

   このほか、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を控除していたことを

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3994 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月から 48 年 12 月まで 

    私は、昭和 46 年１月から 48 年 12 月まで、Ａ社において正社員とし

て勤務していた。当時、子供が小さく、健康保険被保険者証を使ってい

た記憶があるので、厚生年金保険も加入していると思っていたが、申立

期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元事業主の証言から、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になっ

たのは昭和 57 年４月１日であり、申立期間は適用事業所でなかったこと

が確認できる。 

   また、上記の元事業主は、「Ａ社は、倒産したため、当時の資料は手元

に無い。」と回答しており、厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   さらに、申立人が名前を挙げた同僚も、申立期間において厚生年金保険

に加入していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3995 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月１日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 47 年４月１日から 48 年４月 30 日までの期間、Ａ社（現

在は、Ｂ社）Ｃ支社に勤務していたが、47 年４月１日から同年 11 月１

日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が無いので、申立期間を被保

険者期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に、昭和 47 年４月１日に入社したが、同年 11 月１日

までの期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。」と主張して

いる。 

   しかしながら、申立人は、申立期間当時に一緒に勤務していた同僚及び

上司の氏名を記憶していないことから、申立人の入社時期及び申立期間当

時の状況について聴取することができない。 

   また、Ｂ社は、「申立期間当時は、見習期間があり、見習から職員への

昇格と同時に厚生年金保険に加入させていた。職員への昇格は、入社後一

定期間をおいてから決定していた。」旨回答している。 

   さらに、申立人は入社当初はアルバイトであった旨を述べているところ、

複数の同僚は、「入社当初はアルバイトだった。Ｄ資格を取るまでの間、

研修があり、保険料は控除されていなかった。」、「入社後、Ｄ資格を取

らないとＥ業務はできなかった。この見習期間中は保険料は控除されてい

なかった。」と供述している。 

   加えて、申立人のＡ社における雇用保険の被保険者資格取得日は厚生年

金保険の被保険者資格取得日と一致している。 

   このほか、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され



  

ていたことを示す給与明細書を所持しておらず、保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3996 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から 39 年８月１日まで 

    私は、昭和 36 年４月１日から 39 年７月 31 日まで、Ａ社の事務員と

して勤務したが、ねんきん特別便を確認したところ、申立期間の厚生年

金保険被保険者記録は、既に脱退手当金として受給済みとなっている。

全く身に覚えは無く納得できないので、当該期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページ及びその前後７ページに記載されている女性のうち、申立人の厚

生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 39 年８月１日）の前後４年以内に

資格喪失し、同社を最終事業所とする脱退手当金の受給要件を満たしてい

る 11 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含む９名に

ついて脱退手当金の支給記録があり、９名全員が資格喪失日の約９か月以

内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、退職者本人

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 40 年１

月 12 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3997 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 29 日から６年１月 23 日まで 

    私は、平成４年２月から８年２月までＡ社にＢ職として継続して勤務

しており、途中で辞めたことは無い。 

    申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落しているのはおかしいの

で、調査の上、記録がつながるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び同僚の証言から、申立人が、申立期間に嘱託社員と

してＡ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、Ａ社が提出した勤怠一覧表及び給与項目一覧表において、

申立人は、平成５年６月 21 日から同年７月 20 日までの期間については出

勤しておらず、同年７月の給与は支給されていないこと、及び同年７月か

ら６年１月までについては、給与から厚生年金保険料が控除されていない

ことが確認できる。 

   また、Ａ社は、「申立人が、平成５年６月 21 日から同年７月 20 日まで

出勤していなかったことの理由は不明であるが、当社は、嘱託社員につい

ては、勤務日数や労働時間が加入要件を満たせば、社会保険に加入させて

いる。」と回答している。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与

明細書等の資料を所持していない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3998 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月１日から 50 年１月６日まで 

    私は、昭和 45 年当時はまだ結婚していなかったが、夫が代表取締役

であったＡ社に勤務していた。申立期間において厚生年金保険に加入し

ていたと思うが、厚生年金保険の記録が同年５月１日から 50 年１月６

日まで無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の当時の従業員の証言から、申立人が申立期間において、同社に勤

務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人は、Ａ社の取締役であり「事業所の経理は、私とＢ県の

税理士事務所の担当者がしていた。経理を知る者は事業所内にはほかには

いない。」と述べているところ、この担当者は、「申立期間当時は、Ｃ県

の税理士事務所で働いていた。Ｂ県の税理士事務所には平成元年７月から

勤務しており、申立期間当時、私はＡ社の経理には関与していない。」と

述べており、当時の状況が曖昧
あいまい

で申立人の保険料控除について確認するこ

とができない。 

   また、Ａ社の元代表取締役であった申立人の夫は､既に亡くなっており、

申立人の申立期間の厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

   さらに、申立人の厚生年金保険台帳記号番号の払出日は、昭和 50 年１

月６日となっており、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿でも、

申立人の被保険者資格取得日は同日となっており、両者の記録は合致して

いる上、申立期間において申立人の名前は見当たらない。 



  

   このほか、申立人の厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 3999 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年９月ごろから 23 年３月まで 

    社会保険事務所（当時）に年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて厚生年金保険に加入していた事実が確認できなかった旨の回答を得

た。当該期間はＡ社Ｂ工場に勤務していたので、当該期間について厚生

年金保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚２名の証言及び申立人が申立期間における勤務場所や勤務内容を記

憶していることから、期間は特定できないものの、申立人がＡ社Ｂ工場に

勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、Ａ社Ｂ工場は、「当工場で作成した記録簿（健康保険、厚生年

金保険を記載）の中には申立人の氏名を確認することができず、本社でも

当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を保管していない。」

と回答している。 

   また、上記の同僚のうち、申立人が氏名を記憶し同時期に入社したとす

る同僚は、「私は、Ａ社Ｂ工場に昭和 21 年４月に入社し、23 年３月に退

社した。」と証言しているが、オンライン記録により、同社Ｂ工場におい

て昭和 21 年 12 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22 年１

月 25 日に同資格を喪失していることが確認できる。 

   さらに、ほかの同僚は、Ａ社Ｂ工場には３か月から６か月ぐらいの試用

期間があったと証言していることから、同社では、厚生年金保険の加入に

ついて、従業員ごとに異なる取扱いをしていたことがうかがえる。 

   加えて、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 



  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4000 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年３月から 22 年６月まで 

    オンライン記録によると、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場で勤務してい

た期間の記録が無い。当時のことを証明する資料は何も残っていないが、

勤務していたことは間違いないので厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＡ社Ｃ工場の申立期間当時の状況を詳細に記憶していることか

ら、期間は特定できないものの、同社Ｃ工場に勤務していたことがうかが

える。 

   しかし、Ｂ社の人事担当者は、「現存する申立期間当時の被保険者台帳

に申立人の名前が無い。」と回答している。 

   また、申立人が同僚として名前を挙げた複数名の同僚を特定できないた

め、申立人の勤務実態について供述を得ることができない。 

   さらに、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び被保

険者名索引簿において申立人の氏名を確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4001 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年８月１日から 26 年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 24 年８月１日から 26 年５月１

日までの期間の厚生年金保険の被保険者期間が欠落しているが、当該期

間は同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が提出した申立人の在籍証明書、雇用保険の被保険者記録及び申立

人が保管していた満 12 年以上勤続功労の表彰状から、申立人が申立期間

に同社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、申立人は「４月分」とのみ記載されている給与明細書を

所持しており、当該明細書には「本給 2,620」と記載されているところ、

申立人が保管する通知書から、申立人の昭和 27 年４月１日時点での月俸

が 2,800 円であることが確認できる。また、申立人はＡ社Ｃ支店に転勤に

なる前に、同社Ｄ支店に１か月ないし２か月ぐらい出張をしたことがある

と述べているところ、上記明細書には「Ｄ分時間外 234」と記載されて

いる。これらのことから、当該明細書は申立期間に係る給与明細書である

と考えられるが、当該給与明細書には、厚生年金保険料が控除されていな

いことが確認できる。 

   また、申立人の在籍証明書から、申立人が昭和 24 年７月 21 日にＡ社Ｂ

支店Ｅ事務所から同社同支店Ｆ部門に異動したことが確認できるところ、

申立人は申立期間において同社の経営状態は悪く、当該部門に勤務してい

た者の半数程度が解雇されたと証言していることから、申立人についても、

その雇用形態に変更があったことがうかがえる。 



  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4002 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年６月 11 日から 40 年２月 28 日まで 

    友達から脱退手当金のことを聞いて社会保険事務所（当時）に確認し

たところ、Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間の厚生年金保険の加入期間が

脱退手当金の支給済みの記録になっていた。しかし、脱退手当金を受け

取った記憶が無いので、厚生年金保険の被保険者として記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立人の原

票の前後 10 名にある受給要件を満たしている女性のうち、申立人の資格

喪失日の前後２年以内に資格を喪失した者は８名おり、うち７名について

脱退手当金の支給記録が確認できる上、脱退手当金支給記録がある同僚の

２名は、「事業所を介して受給した。」と述べていることを踏まえると、

申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能

性が高いものと考えられる。 

   また、申立人の申立期間に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されてい

るとともに、申立期間の脱退手当金は支給月数に計算上の誤りは無く、厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 40 年７月 16 日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4003 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年 11 月 16 日から 54 年６月１日まで 

             ② 昭和 54 年７月 31 日から 55 年４月 20 日まで 

    私は、昭和 53 年 11 月 16 日にＡ社に入社し、55 年４月 20 日にＤ社

に入社するまで勤務していたはずである。しかし、厚生年金保険の加入

記録は 54 年６月１日から同年７月 31 日までしかない。その前後の申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に勤務し

ていたことは認められる。 

   しかしながら、企業年金連合会が保管する記録からＢ厚生年金基金にお

ける申立人の資格取得日は昭和54年６月１日となっており、オンライン記

録と一致している。 

   また、申立期間①及び②当時の経理担当者は、「当時は、希望者のみを

厚生年金保険に加入させていた。」としており、申立期間①当時、申立人

と同様の業務を担当していたとする１名も「入社後、１年半ぐらいの期間

は、自ら希望して厚生年金保険に加入しなかった。」旨の供述をしている。 

   さらに、申立期間①当時、申立人と同様の業務を担当していたとされる

別の１名も当該期間当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者となって

いない。 

   加えて、申立期間①及び②当時、Ａ社に在籍していた複数の同僚に照会

したが、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除についての供述を

得ることはできでなかった。 

   申立期間②について、申立人はＡ社について、雇用保険の加入期間とな



  

っていない上、前述の同僚への照会によっても、申立人が当該期間におい

て同社に勤務していたとする供述を得ることはできなかった。 

   また、前述のＢ厚生年金基金の資格喪失日は、昭和54年７月31日となっ

ており、オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人は、Ａ社を退職したのは、Ｃ係の１名との対立が原因で

あったとしているところ、当該１名は同社に係る厚生年金保険の被保険者

資格を昭和54年10月31日に喪失していることが確認できる。 

   加えて、申立人は当該期間に係る給与明細書等の資料を所持しておらず、

事業主も当時の資料を保管していないと回答していることから、申立人の

申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とはできない。 

   このほか、申立期間①及び②について、厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4004 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月１日から 42 年８月 21 日まで 

    私は、昭和 41 年９月にＢ社を離職し、間を空けることなくＡ社に勤

務した。１年程度は勤務したが厚生年金保険の記録は１か月だけとなっ

ている。ほぼ同時期に入社した同僚の連絡先も分かるので調査して、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶するＡ社にほぼ同時期に入社した同僚から、「私は、当該

事業所に昭和 41 年９月ごろから半年ほど勤務した。その時期に申立人も

勤務していたことを記憶している。私が離職した時にも申立人は勤務して

いた。」との意見を得ており、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかしながら上記の同僚は、「私は、Ａ社における厚生年金保険の記録

が無い。短い期間だったため加入させてもらえなかったのかもしれな

い。」と述べており、同社は入社から一定期間をおいて厚生年金保険被保

険者の資格取得の届出を行っていた状況がうかがわれる。 

   また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 63 年８月１日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっており、同社から申立人の勤務実態及び保

険料控除について確認することができない。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4005 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年７月１日から 42 年４月１日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）に行き、年金記録の確認をした際に、

Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間の厚生年金保険は、脱退手当金として支

給されていることを初めて知った。脱退手当金は、昭和 42 年５月 19 日

に支給済みとのことだが、受給した記憶は無いので、申立期間の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている

女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日である昭和 42

年４月１日の前後約２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満

たす者 26 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、18 名に支給記録

があり、うち 15 名が厚生年金保険被保険者の資格喪失日から６か月以内

に脱退手当金が支給決定されている上、このうちの１名は、「事業主が手

続をしていた。」、ほかの１名は、「事業主から脱退手当金について説明

を受け、多数の従業員が脱退手当金を受領した。」と供述していることを

踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日の約１か月後に脱退手当金の支

給が決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4006 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    私は、平成８年５月末でＡ社を定年退職した後、嘱託で 10 年５月末

まで働いたのに、厚生年金保険被保険者資格の喪失日が同年５月 31 日

となっている。申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は平成 10 年５月 31 日までＡ社に嘱託として勤務していたと主張

している。 

   しかし、雇用保険の記録では、離職日は、平成 10 年５月 30 日となって

いるところ、厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、退職日の翌日となっ

ており、両者の喪失記録は合致している。 

   また、Ａ社が保管する平成９年５月８日付けの申立人の署名がある嘱託

勤務約諾書には、嘱託期間が同年６月１日から 10 年５月 30 日と記載され

ている上、同社の人事発令では、申立人について、同年５月 30 日付けで

「契約期間満了につき退職」と記載されていることが確認できる。 

   さらに、Ａ社では、申立期間当時、嘱託勤務者が月末に退職した場合、

退職当月分の厚生年金保険料は、退職金から控除していたとしているとこ

ろ、事業所が保管する平成 10 年５月 30 日付けの申立人に係る退職金明細

によると、保険料は控除されていないことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料の控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


